
崇
寧
五
年
正
月
の
政
変

対
遼
交
渉
を
め
ぐ
る
徽
宗
と
藥
京
の
対
立

藤

本

猛

【
要
約
】
　
こ
れ
ま
で
政
治
的
主
体
性
が
乏
し
い
と
さ
れ
て
き
た
徽
宗
だ
が
、
即
位
初
年
の
政
治
状
況
か
ら
は
通
説
と
は
違
う
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
徽
宗

朝
初
年
に
中
道
路
線
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
向
太
盾
は
、
逆
に
坐
法
派
の
察
京
と
強
く
結
ん
で
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
晃
後
中
道
路
線
を
選
ん
だ
の
は
親
政
を

始
め
た
徽
宗
だ
っ
た
。
し
か
し
宰
相
に
迎
え
た
謙
辞
の
態
度
に
業
を
煮
や
し
、
徽
宗
は
新
法
路
線
と
晶
質
を
選
び
霞
す
。
こ
れ
が
察
京
の
第
｝
次
当
国
だ

が
、
対
猶
夏
戦
略
に
介
入
し
て
き
た
遼
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
意
見
が
分
か
れ
た
。
土
地
返
還
を
飲
ん
で
無
難
な
宥
和
策
を
と
る
よ
う
指
示
し
た

徽
宗
に
反
し
、
薬
毒
は
故
意
に
遼
と
の
交
渉
を
決
裂
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
宋
遼
関
係
が
緊
張
す
る
中
発
生
し
た
の
が
崇
寧
五
年
正
月
の
政
変
で
、

察
京
は
罷
免
さ
れ
た
。
次
い
で
宰
相
と
さ
れ
た
趙
挺
之
は
徽
宗
の
宥
和
策
を
堅
持
し
、
遼
と
の
交
渉
は
無
事
妥
結
す
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
政
変
は
暗
愚
な

徽
宗
が
単
に
天
災
に
お
び
え
て
起
こ
し
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
そ
の
背
景
に
外
交
政
策
を
め
ぐ
る
争
い
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
二
巻
穴
号
二
〇
〇
九
年
＝
月

崇寧五年正月の政変（藤本）

は
　
じ
　
め
　
に

　
北
警
急
宗
が
即
位
し
て
七
年
目
の
崇
寧
五
年
（
一
…
〇
六
）
正
月
戊
戌
（
五
日
）
の
夕
刻
、
彗
星
が
開
封
西
方
の
空
に
出
現
し
た
。
長
さ
が
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

十
二
万
里
に
も
渡
る
巨
大
彗
星
は
、
二
十
八
宿
の
奎
か
ら
婁
、
胃
、
昴
、
畢
と
位
置
を
変
え
、
姿
を
消
し
た
の
は
戊
午
（
二
十
五
日
）
で
あ
っ

②
た
。
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③

　
天
に
彗
星
が
あ
っ
た
こ
の
約
二
十
日
間
に
、
地
上
の
宋
朝
廷
で
は
一
大
政
変
が
起
き
て
い
た
。
皇
帝
が
元
夕
に
御
さ
ず
、
乙
巴
（
十
二
臼
）

に
正
殿
を
避
け
、
常
膳
を
減
ら
し
た
の
は
天
変
時
に
お
け
る
通
常
の
対
応
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
日
の
う
ち
に
中
外
の
臣
僚
に
朝
廷
の
閾
失

を
直
雷
さ
せ
る
詔
を
出
し
、
夜
半
に
窪
宮
を
遣
わ
し
て
朝
堂
に
建
て
ら
れ
て
い
た
元
朝
党
籍
碑
を
打
ち
倒
さ
せ
る
に
至
っ
て
、
事
態
は
不
穏
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
増
し
た
。
周
知
の
通
り
元
祐
党
籍
碑
は
、
元
祐
旧
法
党
に
連
な
る
者
の
公
職
追
放
を
宣
撮
し
た
も
の
で
、
当
時
の
専
権
宰
相
で
あ
る
察
京
政

権
の
象
徴
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
夜
中
の
内
に
破
壊
さ
れ
、
か
え
っ
て
自
由
な
野
馬
を
求
め
る
詔
が
出
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ

れ
は
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
実
質
的
な
雷
論
統
制
を
解
除
し
、
四
年
弱
の
要
撃
政
権
を
否
定
す
る
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
欝
っ
て
良
い
。

当
の
察
京
は
、
明
く
る
朝
出
仕
し
て
は
じ
め
て
こ
の
異
変
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
青
天
の
欝
簾
で
あ
り
、
「
石
は
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
べ
き
も
、
名
は
滅
ぶ
べ
か
ら
ず
。
」
と
恨
み
醤
を
醤
う
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
す
で
に
大
勢
は
決
し
て
お
り
、
さ
す
が
の
察
京
も
手
出
し

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
党
籍
碑
破
壊
を
徽
宗
に
勧
め
た
と
さ
れ
る
劉
蓬
は
、
藥
京
に
付
い
て
昇
進
し
、
そ
の
与
党
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
政
変
前
日
の

野
卑
（
十
一
臼
）
に
、
に
わ
か
に
中
書
侍
郎
に
昇
進
し
て
い
る
。
わ
ず
か
前
日
の
執
政
就
任
と
い
い
、
夜
半
の
党
籍
碑
破
壊
と
い
い
、
い
ず
れ

も
宰
相
藥
京
の
関
知
し
得
ぬ
う
ち
に
事
が
運
ば
れ
た
こ
と
が
窺
え
、
ま
さ
に
政
変
と
呼
び
う
る
出
来
事
だ
っ
た
。
察
京
が
正
式
に
宰
梱
を
罷
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
れ
る
の
は
翌
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
こ
の
日
、
彼
の
第
一
次
当
国
期
が
終
了
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
～
体
こ
の
政
変
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
数
年
、
徽
特
製
の
政
治
状
況
を
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
た
研
究
は
増
え
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
実
質
的
な
北
宋
最
後
の
皇
帝
で
あ
っ
た
徽
宗
を
道
楽
天
子
と
し
、
そ
の
若
い
天
子
を
擁
し
て
藥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

京
が
恣
意
を
押
し
通
し
、
無
軌
道
な
政
治
が
行
わ
れ
た
時
代
と
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
残
さ
れ
た
史
料
が
い
ず
れ
も
バ
イ
ア
ス

の
か
か
っ
た
も
の
だ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
て
あ
り
の
ま
ま
の
政
治
現
象
を
追
究
す
る
視
点
が
欠
け
て
い
た
と
震
わ
ね
ば
な
ら

　
⑨

な
い
。

　
上
記
の
崇
美
五
年
の
政
変
に
関
し
て
も
、
徽
宗
が
彗
星
出
現
と
い
う
天
変
に
怯
え
、
感
情
に
ま
か
せ
て
一
時
藥
京
を
罷
免
し
た
も
の
、
と
捉
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え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
い
ま
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
心
理
的
要
因
だ
け
で
な
く
、
こ
の
政
変
に
至
っ
た
政
治
的
背
景
を
客
観
的
に
尋
ね
て
み

る
と
、
当
時
、
よ
り
現
実
的
に
徽
宗
と
察
京
の
政
治
的
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
れ
ば
、
当
時
の
宋
廷
は

対
遼
交
渉
の
ま
っ
た
だ
申
に
あ
り
、
そ
の
方
針
を
め
ぐ
っ
て
鋭
い
対
立
が
生
じ
て
い
た
。
国
内
の
政
局
だ
け
を
見
て
い
て
は
何
の
脈
絡
も
な
く

政
変
が
発
生
し
、
そ
れ
を
徽
宗
の
個
性
に
帰
着
さ
せ
よ
う
と
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
当
時
の
国
際
政
治
に
注
目
す
れ
ば
、
政
変
が
起
こ
る
政

治
的
背
景
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
様
々
な
先
入
観
を
ひ
と
ま
ず
取
り
払
い
、
崇
寧
五
年
の
政
変
へ
と
至
る
政
治
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
孟
宗
即
位
の
直
後
か
ら
繋
京
政
権
成
立
の
前
後
に
至
る
状
況
を
第
一
章
で
み
て
お
く
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
妥
当
で
な
い
と
思
わ

れ
る
通
説
的
理
解
が
多
く
、
か
つ
七
宗
の
政
治
的
主
体
性
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
第
二
章
に
お
い
て
崇
寧
年
間
の

宋
・
遼
交
渉
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
の
史
料
を
提
示
し
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
徽
宗
・
藥
京
の
外
交
方
針
を
巡
る
政
治
的
対
立
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

崇寧五年正月の政変（藤本）

①
陸
圏
『
算
学
鷹
筆
記
聴
楽
照
。

②
揚
仲
良
編
『
続
資
治
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
（
以
下
、
『
長
編
紀
事
本
末
㎏
と
略

　
称
）
巻
　
二
四
「
追
受
光
祷
党
人
」
崇
寧
五
年
正
月
戊
戌
条
。

③
徐
松
輯
『
宋
会
則
輯
稿
撫
（
以
下
、
『
宋
会
下
撫
と
略
称
）
帝
系
一
〇
一
七
・
崇

　
寧
五
年
正
月
十
一
日
条
。

④
　
改
め
て
説
明
す
る
必
要
は
無
い
で
あ
ろ
う
が
、
元
祐
旧
法
党
人
と
児
符
末
に
上

　
賭
し
て
紹
鍵
の
海
法
党
を
誹
っ
た
者
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
子
孫
も
含
め
て

　
在
京
差
遣
か
ら
追
放
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
崇
寧
元
年
（
工
O
二
）
に
「
㎜
7
5

　
祐
姦
党
碑
一
と
し
て
開
封
太
字
の
端
礼
門
に
建
て
ら
れ
、
翌
　
一
年
に
は
さ
ら
に
人

　
数
を
増
や
し
て
全
国
に
建
て
ら
れ
た
。

⑤
陳
均
『
皇
朝
編
年
綱
鶏
群
要
撫
（
以
下
、
『
編
年
備
要
』
と
略
称
）
巻
二
七
。

⑥
薬
京
は
都
合
四
度
宰
相
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
第
一
次
か
ら
第

　
四
次
当
麟
と
称
し
た
久
保
田
秘
男
氏
（
「
北
宋
野
薮
時
代
と
首
都
開
封
」
『
東
洋
史

　
研
究
廓
六
三
…
四
、
二
〇
〇
五
年
。
の
ち
噸
宋
代
開
封
の
研
究
匝
東
京
、
汲
古
書

　
院
、
二
〇
〇
七
年
置
第
十
章
。
）
の
呼
称
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
第
】
次
豪
麗
は

　
崇
寧
元
金
（
…
…
〇
二
）
か
ら
五
年
（
＝
〇
六
）
二
月
ま
で
。

⑦
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
が
徽
宗
朝
の
特
集
を
継
ん
だ
ほ
か
（
第
六
四
号
「
特
集
徽
宗

　
と
そ
の
時
代
」
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
、
林
大
介
「
薬
京
と
そ
の
政
治
集
団

　
一
語
代
の
皇
帝
・
宰
相
関
係
理
解
の
た
め
の
一
考
察
i
」
（
『
史
細
帯
三
五
、

　
二
〇
〇
三
年
）
は
、
皇
帝
権
と
宰
相
権
の
梱
関
関
係
解
明
を
主
眼
と
し
て
、
徽
宗

　
朝
の
政
治
的
動
向
を
捉
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
宮
蜷
言
明
「
北
朱
徽
宗
朝
の
官
制

　
改
革
に
つ
い
て
」
（
噸
史
朋
隔
囲
一
、
…
一
〇
〇
八
年
）
は
、
察
京
に
よ
る
門
紹
述
」

　
政
策
は
漁
法
へ
の
仮
託
に
す
ぎ
ず
、
実
際
は
新
制
度
を
舗
装
し
た
も
の
だ
と
い
う

　
こ
と
を
解
明
さ
れ
、
非
常
に
示
峻
に
蜜
む
。
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⑧
例
え
ば
宮
崎
市
定
『
水
濡
伝
…
虚
構
の
な
か
の
史
実
一
』
（
『
宮
崎
市
定
全

　
集
』
十
二
門
水
灘
伝
扁
紅
熱
部
、
岩
波
書
聖
、
一
九
九
二
年
）
。

⑨
小
島
毅
氏
は
近
年
の
学
界
動
向
の
変
化
に
従
い
、
概
説
書
に
お
い
て
察
京
評
価

に
見
直
し
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
開
中
国
の
歴
史
』
第
七
巻

「
中
国
思
想
と
宗
教
の
奔
流
i
宋
朝
」
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
。

34 （988）

第
㎜
章
　
徽
宗
朝
初
年
の
政
局

第
一
節
　
向
太
盾
の
政
治
姿
勢
と
藥
京
一
元
符
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
元
符
三
年
（
コ
○
○
）
正
月
、
新
年
の
朝
賀
も
受
け
ら
れ
ず
に
病
床
に
あ
っ
た
再
試
が
福
寧
殿
に
て
崩
御
す
る
と
、
次
の
皇
帝
を
誰
に
す

べ
き
か
、
神
薬
皇
后
の
向
太
盾
と
宰
相
筆
意
の
問
に
意
見
対
立
が
起
こ
っ
た
。
結
局
、
太
后
の
推
す
構
想
が
選
ば
れ
、
徽
宗
皇
帝
と
な
り
、
そ

の
即
位
に
反
対
し
た
章
惇
は
の
ち
に
失
脚
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
徽
宗
朝
で
は
、
徽
宗
本
人
が
望
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
向
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

后
の
垂
簾
菰
野
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
二
月
に
は
新
法
党
政
権
の
下
で
冷
遇
さ
れ
て
い
た
韓
忠
彦
が
中
央
に
戻
さ
れ
て
門
下
侍
郎
と
な
り
、
朝

野
は
こ
れ
を
「
小
元
墾
田
と
讃
え
た
と
さ
れ
る
。
通
説
で
は
こ
れ
以
降
、
向
太
后
の
意
向
を
受
け
て
新
・
旧
両
法
の
中
道
路
線
を
進
む
こ
と
と

な
り
、
紹
聖
の
新
法
急
進
派
は
失
脚
し
、
旧
法
党
の
韓
忠
彦
と
新
法
穏
健
派
の
曽
布
が
政
治
を
執
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
実
際
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、
門
下
侍
郎
就
任
蒔
に
、
仁
政
を
粘
く
こ
と
、
雷
路
富
の
活
用
、
義
子
党
人
の
復
帰
、
西
北
用
兵
の
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

束
、
の
四
事
を
上
署
し
、
う
ち
二
つ
が
容
れ
ら
れ
た
韓
忠
彦
に
は
、
あ
る
程
度
向
太
后
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
曽
布

に
太
盾
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
も
そ
の
曽
布
と
終
始
対
立
し
た
濫
訴
が
、
章
惇
・
諸
等
ら
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

次
々
と
失
脚
し
て
い
く
な
か
、
一
番
長
く
中
央
に
留
ま
り
え
て
お
り
、
そ
れ
を
向
太
后
が
後
押
し
し
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
が
典
型
的
に
表
れ

た
の
が
元
符
三
年
三
月
の
娼
来
事
で
あ
る
。

　
『
長
編
紀
箏
本
末
臨
に
よ
る
と
、
曽
布
は
韓
患
彦
と
相
談
し
、
翰
林
学
士
承
旨
・
兼
修
国
史
で
あ
っ
た
票
京
を
知
太
原
蔚
と
し
て
中
央
か
ら
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左
遷
し
よ
う
と
し
た
。
両
者
は
徽
宗
の
御
前
会
議
で
そ
の
入
事
を
決
定
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
十
数
日
後

　
是
の
日
、
曽
布
再
び
対
す
る
に
、
上
諭
心
え
ら
く
「
皇
太
后
疑
す
ら
く
は
藥
京
当
に
出
す
べ
か
ら
ず
、
且
ら
く
留
め
て
修
史
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
恐
る
ら
く

　
は
陸
佃
等
修
史
を
以
て
纂
を
得
れ
ば
、
用
う
べ
か
ら
ず
」
と
。

と
、
藥
京
は
開
封
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
雷
布
は
慌
て
て
藥
京
・
察
下
兄
弟
の
姦
悪
を
力
説
し
、
そ
の
留
む
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
謡
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
が
、
徽
宗
は
史
書
編
纂
を
口
実
に
こ
れ
を
退
け
た
。
宰
執
ら
が
皇
帝
の
面
前
に
お
い
て
正
式
に
議
決
し
た
政
策
が
、
実
質
的
に
太
盾
に
よ
っ

て
覆
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
当
時
の
最
高
意
志
決
定
権
が
皇
帝
に
で
は
な
く
、
太
后
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
、
元
祐
党
人
の
復
帰
や

紹
聖
党
人
の
追
放
と
い
う
時
局
の
流
れ
に
抗
し
て
、
向
太
后
が
強
く
察
京
を
庇
護
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
そ
も
そ
も
徽
宗
が
す
で
に
成
年
に
達
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
后
が
垂
簾
聴
政
を
施
い
た
こ
と
自
体
、
も
っ
と
注
意
を
払
う
べ
き
こ

と
で
あ
ろ
う
。
向
太
后
が
章
惇
の
意
見
を
退
け
て
ま
で
徽
宗
を
冊
立
し
た
の
は
、
自
ら
の
影
響
力
を
保
持
し
続
け
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、

即
位
後
の
徽
宗
が
親
政
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
思
え
ば
向
太
盾
は
、
哲
宗
行
初
年
に
強
力
な
垂
簾
聴
感
を
行
っ
た
宣
仁
太
后
を

間
近
に
み
て
き
て
い
る
。
結
果
的
に
そ
の
聴
政
が
半
年
余
り
と
い
う
短
期
間
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
政
治
的
介
入
が
控
え
め
だ
っ
た
と

思
わ
れ
が
ち
な
向
太
后
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
上
記
の
よ
う
に
隠
然
た
る
権
力
を
握
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

皇
帝
を
も
し
の
ぐ
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
外
藩
か
ら
突
然
皇
帝
位
に
即
位
し
た
徽
宗
に
比
し
て
、
神
宗
の
皇
后
と
な
っ
て
か
ら
三
十
年
あ
ま

り
も
禁
中
に
濾
し
、
宰
椙
の
意
見
を
も
退
け
て
薪
皇
帝
の
滞
立
を
決
し
た
太
后
に
大
き
な
政
治
的
影
響
力
が
備
わ
る
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
。
当
時
鮮
紅
礼
は
聖
意
に
対
し
、
「
撤
簾
後
に
政
策
方
針
の
変
更
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
の
予
測
を
口
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
官
界

の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
史
料
上
で
は
同
年
七
月
、
早
く
も
向
太
盾
は
垂
簾
細
身
を
や
め
て
藩
政
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
太
后
の
周
辺
で
は
活
発
な

政
治
活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
藥
京
が
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
今
、
（
向
）
宗
良
等
内
外
に
交
通
せ
る
　
状
甚
だ
明
ら
か
、
察
業
平
結
の
泌
天
下
の
共
に
纈
る
所
な
り
。
（
中
略
）
又
た
亡
弟
す
と
久
し
く
朝
廷
に
在
り
、
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悪
を
同
じ
う
し
て
相
い
篤
く
。
†
は
則
ち
出
だ
さ
れ
、
京
は
則
ち
牢
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ず
、
自
か
ら
謂
え
ら
く
執
政
も
て
以
て
決
取
す
べ
し
と
。
人
皆
な

　
謂
う
京
親
電
寺
に
慮
り
て
装
彦
臣
魂
結
の
助
を
得
、
外
議
訥
調
、
衆
知
る
所
な
り
。
（
『
図
朝
諸
臣
奏
議
漏
巻
三
五
・
愚
輩
「
上
徽
宗
論
察
京
交
結
外
戚
扁
）

こ
れ
は
硬
骨
の
言
宮
と
し
て
知
ら
れ
る
陳
堪
の
上
奏
文
で
あ
る
。
「
宗
良
等
偏
と
は
向
宗
良
・
向
宗
圓
の
こ
と
を
指
し
、
彼
ら
は
太
后
の
兄
弟

で
あ
っ
た
。
察
京
は
向
一
族
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
弟
・
察
木
と
は
違
っ
て
失
脚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
政
治
的
主
導
権
す

ら
握
り
か
ね
な
い
と
指
摘
す
る
。

　
同
時
期
に
燃
さ
れ
た
豊
稜
の
上
奏
に
も
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
臣
嘗
て
旦
ハ
奏
す
ら
く
、
宮
省
は
親
近
の
臣
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
即
ち
外
戚
の
招
権
せ
る
者
妄
り
に
外
臣
に
伝
え
ん
、
と
。
今
外
は
劉
ち
唯
だ
向
宗
回
・
宗
良

　
勢
を
籍
り
て
妄
想
し
、
人
を
欺
惑
す
る
を
聞
く
の
み
に
し
て
、
内
は
則
ち
唯
だ
張
琳
・
装
客
臣
等
凶
講
焔
熾
に
し
て
、
翰
林
学
士
承
旨
愛
重
そ
の
間
を
交

　
通
す
る
を
聞
く
の
み
。
宮
山
預
政
の
雷
、
中
外
喧
伝
し
、
人
誰
か
知
ら
ざ
ら
ん
。
（
隅
国
朝
諸
臣
短
篇
紬
巻
三
五
・
豊
穫
「
上
野
聖
皇
后
乞
鷲
敷
（
筋
）
外

　
家
」
）

や
は
り
富
盛
あ
る
い
は
外
戚
の
着
が
禁
申
の
機
密
を
漏
ら
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
、
そ
の
竃
筥
と
は
張
琳
・
斐
彦
臣
、
外
戚
は
向
豊
里
・
向
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

良
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
問
に
交
通
し
て
い
た
の
が
藥
京
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
こ
に
出
て
く
る
霊
窟
襲
彦
臣
は
、
元
祐
年
間
に
察
確
が
処
分
さ
れ
た
際
、
宣
仁
太
后
の
意
向
を
受
け
て
そ
の
護
送
を
命
じ
ら
れ
た
人
物
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

そ
の
後
は
徽
宗
の
随
龍
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
宣
仁
太
盾
・
向
太
后
・
徽
宗
そ
れ
ぞ
れ
に
仕
え
て
い
た
古
株
の
窟
官
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
彼
と
共
に
名
が
挙
が
っ
て
い
た
張
琳
は
、
元
豊
末
年
に
活
動
が
確
認
さ
れ
る
窟
官
で
あ
り
、
神
事
崩
御
後
に
磨
勘
を
高
年

　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
神
宗
に
仕
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
の
ち
徽
宗
即
位
の
B
に
供
承
事
衛
内
層
の
一
人
と
し
て
名
が
見
え
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

や
は
り
彼
も
徽
宗
随
龍
の
内
臣
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
先
の
陳
理
の
上
奏
で
は
、
察
京
は
嚢
彦
臣
と
「
霧
雲
寺
」
の
こ
と
を
通
じ
て
知
己
を
得
た
と
い
う
。
慈
雲
奪
は
露
髄
の
別
の
上
奏
に

　
　
⑯

よ
れ
ば
、
紹
聖
初
、
向
太
后
が
「
盟
主
篇
を
追
善
す
る
た
め
に
私
財
を
投
じ
て
造
ら
せ
た
も
の
で
、
裟
彦
臣
は
そ
れ
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
。
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だ
が
土
地
取
得
の
問
題
か
ら
地
元
民
の
訴
え
が
あ
り
、
声
部
・
御
史
台
の
議
論
も
紛
糾
し
た
た
め
決
着
を
見
ず
、
結
果
、
寺
の
造
営
は
進
捗
し

な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
語
る
『
宋
史
隔
巻
三
一
四
・
萢
正
平
伝
の
記
事
で
は
、
向
氏
が
そ
の
墳
墓
に
慈
雲
寺
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

造
ろ
う
と
し
た
と
さ
れ
、
実
際
の
と
こ
ろ
慈
雲
寺
と
は
向
氏
の
墳
寺
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
こ
の
と
き
戸
部
尚
書
で
あ
っ
た
吉
書
が
協
力

し
て
周
囲
の
田
鷹
を
強
制
収
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
住
民
が
こ
れ
を
登
聞
鼓
に
訴
え
、
京
は
罰
金
二
十
斤
に
処
さ
れ
た
。
同
書
巻
三
四
六
・
常

安
民
伝
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
中
津
襲
彦
臣
慈
雲
院
を
建
て
、
戸
部
尚
書
察
京
深
く
之
と
結
び
、
彊
い
て
人
の
居
室
を
鍛
つ
。
朝
に
訴
え
ら
れ
、
御
史
に
諾
し
て
劾
治
せ
し
む
。
安
民
雷

　
え
ら
く
「
事
に
情
重
く
し
て
法
軽
き
者
有
り
、
申
奮
豪
摂
し
、
侍
従
慰
と
耀
い
交
結
し
、
同
に
欺
岡
を
為
す
、
既
の
姦
状
、
写
る
ら
く
は
法
の
能
く
尽
く
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し

　
所
に
非
ず
。
願
わ
く
ば
重
く
降
責
と
為
し
、
以
て
百
官
を
粛
め
ん
」
と
。
獄
具
し
、
（
章
）
惇
こ
れ
を
揺
す
る
に
甚
だ
力
む
れ
ば
、
止
だ
に
罰
金
す
る
の
み
。

こ
こ
に
い
う
「
寒
雲
院
」
は
慈
雲
毒
と
考
え
て
間
違
い
な
く
、
当
時
監
察
御
史
で
あ
っ
た
常
安
民
は
こ
れ
を
厳
罰
に
処
そ
う
と
し
た
が
、
彼
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

遺
恨
の
あ
る
宰
相
章
惇
が
藥
京
の
罰
金
と
い
う
軽
罪
で
決
着
さ
せ
た
。
こ
れ
が
慈
雲
寺
（
院
）
事
件
の
顛
末
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
察
京
は
す
で
に
紹
脱
落
閥
か
ら
、
黒
氏
の
墳
寺
建
設
と
い
う
太
后
の
ご
く
個
人
的
な
事
業
に
助
力
す
る
こ
と
で
、
強
固
な
つ
な
が
り

を
形
成
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
元
塩
三
年
前
半
、
申
央
政
界
に
留
ま
り
得
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
向
太
盾
の
壷
簾
聴
政
自
体

に
参
画
し
て
い
た
可
能
性
す
ら
あ
っ
た
。
章
惇
・
藥
下
ら
新
法
急
進
派
が
次
々
と
弾
劾
さ
れ
失
脚
し
て
い
く
～
方
で
、
徽
宗
が
「
帝
京
と
押
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
同
じ
か
ら
ず
し
と
ま
で
述
べ
て
い
た
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
向
太
織
の
威
光
が
な
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
先
の
陳
灌
ら
の
指
摘
に
も
あ
る

よ
う
に
、
七
月
に
太
后
が
還
政
し
た
と
言
わ
れ
て
以
降
も
基
本
的
に
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
間
に
斎
言
が
行
っ
た
政
治
的
行
動
と
し
て
は
、
八
月
庚
子
の
景
霊
西
富
の
建
設
進
言
な
ど
が
あ
る
が
、
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
秘
書
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

監
の
都
響
武
を
国
史
院
編
修
官
に
推
薦
し
、
実
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
藥
京
は
兼
修
国
史
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
ら
の
ス
タ
ッ
フ
に
鄭
淘
武
を

加
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
か
ら
見
る
と
こ
れ
が
大
き
な
布
石
と
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
翌
・
建
中
靖
国
元
年
（
＝
○
一
）
十
皿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

月
、
失
脚
し
て
い
た
藥
京
の
復
帰
に
活
躍
す
る
の
が
郵
洵
武
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
都
洵
武
人
事
に
関
し
て
も
や
は
り
給
事
業
が
封
駁
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を
行
っ
た
が
、
中
書
舎
人
に
書
論
行
下
（
給
雪
中
が
詔
勅
の
原
案
に
同
意
す
る
手
続
き
）
を
代
行
さ
せ
て
強
引
に
実
行
に
移
さ
れ
て
い
た
。
皇
太
后

の
後
押
し
で
あ
る
こ
と
は
書
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
九
月
に
は
「
甲
子
、
詔
修
哲
宗
実
録
」
、
「
丁
丑
、
詔
岳
神
宗
正
史
」
（
『
宋
史
臨
巻
一
九
・
徽
宗
本
紀
）
と
立
て
続
け
に
史
書
編
纂
の
詔
が

出
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
神
宗
朝
の
史
書
編
纂
は
、
以
後
南
宋
に
入
っ
て
も
作
り
直
さ
れ
る
な
ど
、
時
の
政
権
の
意
向
に
大
き
く
左
右

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
大
き
な
政
治
問
題
で
あ
っ
た
。
す
で
に
『
神
宮
実
録
』
が
藥
下
ら
の
手
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
て
い
た
こ
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
、
藥
京
が
編
修
富
と
な
れ
ば
、
当
然
そ
の
新
録
を
使
っ
て
の
『
神
宗
正
史
』
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
太
后
は
そ

れ
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
や
は
り
こ
れ
も
今
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
太
后
像
と
は
違
う
面
を
窺
わ
せ
る
。
陳
曜
は
藥
京
が
史
書
編
纂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
辛
々
石
日
録
』
の
利
用
に
反
対
し
つ
づ
け
て
い
た
彼
に
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同

に
携
わ
る
こ
と
自
体
を
批
判
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

階
に
彼
は
、
史
局
に
正
業
が
お
ら
ず
兼
任
官
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
察
京
が
史
局
を
壇
に
し
て
い
る
こ
と
も
非
難
し
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
は
当
時
の
藥
京
が
実
録
編
纂
所
を
拠
点
に
し
て
、
自
己
の
与
党
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
そ
の
陳
罐
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
察
京
に
か
ら
ん
で
外
戚
難
字
を
も
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
か
ら
、
ひ
ど
く
太
后
の
怒
り
を
買
い
、
左
遷
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
。
近
地
の
郡
守
で
済
ま
そ
う
と
す
る
執
政
ら
に
対
し
、
太
后
は
あ
く
ま
で
も
監
当
官
へ
の
降
格
を
指
示
し
、
そ
の
た
め
餌
差
監
揚
州
糧
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

院
に
ま
で
既
さ
れ
た
。
一
部
の
史
料
に
は
、
太
后
の
怒
り
を
解
く
た
め
に
票
京
を
宰
執
と
す
べ
き
だ
と
い
う
徽
宗
近
翌
さ
え
い
た
と
い
う
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
当
否
は
と
も
か
く
、
藥
京
が
禁
中
の
勢
力
と
結
び
、
や
が
て
大
面
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
噂
が
岩
時
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
向
太
盾
と
結
ん
だ
藥
京
は
ま
た
も
や
中
央
に
留
ま
り
、
陳
罐
の
み
が
失
脚
す
る
か
に
思
わ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
こ
こ
か
ら
事
態
は
急
展
開
を
迎
え
る
。
陳
瑳
の
既
諦
を
知
っ
た
雷
筥
ら
が
、
次
々
と
そ
の
擁
護
の
上
奏
を
行
っ
た
の
だ
。
先
に
挙

げ
た
豊
稜
や
医
師
錫
の
上
奏
も
そ
の
内
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
翰
林
学
士
雷
肇
は
、
七
宗
に
で
は
な
く
向
太
后
に
向
か
っ
て
上
奏
を
行
い
、
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
赦
し
を
乞
う
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
後
押
し
の
結
果
、
陳
灌
は
藤
下
官
ま
で
は
既
さ
れ
ず
、
知
無
為
軍
に
と
ど
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ば

か
り
か
突
然
徽
宗
は
、
察
京
と
外
戚
・
富
官
と
の
結
託
を
非
難
し
、
藥
京
を
端
明
殿
学
士
・
知
永
興
軍
に
任
命
し
た
。
国
防
の
重
要
地
点
で
あ
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崇寧五年正拷の政変（藤本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
陳
西
の
長
官
に
任
命
す
る
こ
と
で
、
実
質
的
な
左
遷
と
す
る
手
法
は
、
か
つ
て
韓
患
彦
・
曽
布
が
欝
論
ん
だ
や
り
方
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
急
激
な
情
勢
の
変
化
は
、
そ
れ
ま
で
藥
京
を
強
力
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
き
た
長
喜
盾
の
政
治
的
影
響
力
が
薄
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
か
、
史
書
に
そ
れ
を
明
示
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
が
、
二
つ
の
事
由
が
想
定
さ
れ
る
。

ま
ず
は
健
康
上
の
闇
題
で
あ
る
。
彼
女
が
崩
御
す
る
の
は
翌
・
立
中
緯
圏
元
年
正
月
で
あ
り
、
元
符
三
年
十
月
は
そ
の
わ
ず
か
三
ヶ
月
前
に
当

た
っ
て
い
る
。
陳
灌
の
一
件
に
お
け
る
興
奮
状
態
は
少
な
か
ら
ず
老
体
に
負
担
を
か
け
た
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
根
次
ぐ
言
路
宮
の
上
奏
に
太
后
が
動
揺
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
陳
理
・
豊
穫
ら
の
心
高
と
外
戚
・

蟻
通
を
攻
撃
し
た
上
奏
文
か
ら
は
、
徽
宗
へ
の
還
政
以
降
も
、
庭
面
や
向
氏
一
族
、
窪
窟
を
利
用
し
て
権
力
を
握
り
続
け
る
太
后
の
姿
が
窺
え

る
。
霧
仕
官
ら
は
そ
れ
を
直
接
批
難
す
る
こ
と
が
揮
ら
れ
る
た
め
、
表
に
藥
京
を
立
て
て
攻
撃
し
た
の
で
あ
り
、
真
の
攻
撃
対
象
は
太
后
そ
の

人
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
太
后
は
立
春
に
激
怒
し
、
遠
ざ
け
さ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
太
后
の
政
治
介
入
に
不
満
の
意
を
示
す
の

は
巌
巌
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
を
擁
護
す
る
意
見
が
相
次
い
だ
こ
と
か
ら
太
后
は
動
揺
し
、
そ
の
権
威
は
傷
つ
い
た
。
の
ち
に
陳
次
位
が

「
欽
聖
皇
盾
（
向
太
后
）
に
上
り
、
陳
罐
の
言
を
以
て
念
と
為
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
乞
う
」
上
奏
を
行
い
、
太
后
に
多
く
の
慰
め
の
欝
葉
を
か
け

て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
、
意
気
消
沈
し
、
政
治
に
対
す
る
意
欲
を
急
速
に
失
っ
た
向
太
后
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
と
も
あ
れ
元
亀
三
年
は
、
旧
法
か
無
法
か
の
選
択
と
は
別
に
、
皇
太
后
の
盈
簾
行
政
支
持
派
と
皇
帝
親
政
支
持
派
で
主
導
権
を
め
ぐ
る
対
立

が
起
き
て
い
た
。
そ
の
中
で
察
京
は
窟
官
・
外
戚
を
通
じ
て
皇
太
盾
側
に
与
し
、
韓
忠
彦
・
善
布
・
台
諌
ら
と
対
立
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
向

太
宰
の
垂
簾
聴
政
は
、
韓
忠
彦
・
写
象
を
宰
相
に
任
じ
て
中
道
政
治
の
道
筋
を
つ
け
た
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
特

に
曽
布
は
太
后
の
垂
簾
聴
政
期
、
ま
だ
宰
梢
で
は
な
か
っ
た
。

　
向
太
后
の
影
響
力
が
低
下
し
、
徽
宗
の
親
政
が
始
ま
る
と
き
、
失
脚
直
前
の
藥
京
が
翰
林
学
士
承
旨
と
し
て
最
後
に
行
っ
た
仕
事
は
、
新
た

な
宰
相
人
事
の
草
認
で
あ
っ
た
。
韓
患
彦
の
左
僕
射
就
任
の
麻
詞
を
受
け
取
っ
た
藥
京
は
、
専
任
一
根
か
分
命
両
相
か
を
徽
宗
に
尋
ね
、
一
相

の
み
で
あ
る
と
聞
く
と
、
学
士
院
か
ら
繊
て
「
子
宝
（
曽
布
の
字
）
は
宰
相
な
ら
ず
扁
と
去
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
藥
京
の
安
堵
感
が
垣
間
見
え
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⑳

る
が
、
徽
宗
は
ひ
そ
か
に
曽
肇
を
呼
び
寄
せ
、
そ
の
兄
・
曽
布
を
右
僕
射
に
任
命
す
る
制
を
書
か
せ
た
。
徽
宗
の
真
意
は
韓
忠
彦
・
曽
布
体
制

に
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
と
き
自
ら
の
本
心
を
伝
え
ず
に
察
京
を
利
用
し
た
祖
宗
は
、
鋭
く
政
治
的
な
行
動
を
と
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
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第
二
節
　
徽
宗
の
親
政
開
始
と
曽
布
政
権
の
失
敗
　
　
建
申
靖
国
元
隼

　
葡
節
で
見
た
よ
う
に
元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）
十
月
の
結
言
左
遷
が
象
徴
す
る
の
は
、
皇
太
后
の
影
響
力
が
後
退
し
、
湿
土
の
親
政
が
開
始

さ
れ
る
と
い
う
政
治
体
制
の
変
化
で
あ
っ
た
。
親
政
開
始
に
当
た
っ
て
改
め
て
五
器
す
べ
き
謂
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
骨
子
の
部
分
に
は

　
朕
為
政
取
人
に
於
い
て
、
彼
階
楼
門
の
問
無
し
。
可
否
を
勘
酌
し
、
挙
措
損
益
は
、
た
だ
時
の
宜
し
き
の
み
。
患
邪
を
旛
別
し
、
用
奢
進
退
は
、
た
だ
義

　
の
在
る
所
の
み
。
政
事
を
し
て
其
の
当
を
失
わ
し
め
ず
、
人
材
各
お
の
其
の
所
を
得
し
む
れ
ば
、
則
ち
能
事
象
る
。
偏
無
く
党
無
く
、
正
慮
選
れ
与
せ
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
体
常
子
中
、
砥
ん
で
大
」
下
に
率
い
、
以
て
天
下
に
休
患
を
与
え
、
以
て
朕
が
継
志
述
事
の
美
を
成
す
こ
と
、
ま
た
緯
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
（
『
中
大
詔
令
集
撫

　
巻
～
九
五
「
誠
諭
中
外
詔
」
（
元
符
三
年
十
月
己
未
）
）

と
あ
り
、
改
め
て
「
継
志
述
事
篇
す
な
わ
ち
神
宗
を
「
紹
述
」
す
る
こ
と
が
尊
話
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
玉
書
経
』
洪
範
に
あ
る
「
無
偏
無

党
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
し
く
こ
れ
が
墨
譜
・
紹
聖
の
旧
法
党
・
新
法
党
を
偏
り
無
く
用
い
る
こ
と
を
震
っ
た
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
づ
け
て
出
さ
れ
た
の
が
、
翌
年
を
「
暑
中
靖
国
」
と
改
元
す
る
詔
で
、
こ
れ
も
や
は
り
中
道
路
線

穏
健
的
な
中
道
路
線
の
表
明
で
あ
っ
た
。

を
確
立
さ
せ
て
国
を
靖
ん
じ
ょ
う
と
の
宣
書
で
あ
る
こ
と
は
奮
う
ま
で
も
な
い
。
い
ず
れ
の
詔
も
向
太
后
以
後
、
徽
宗
親
政
に
お
け
る
施
政
方

針
で
あ
り
、
中
道
路
線
を
指
向
し
た
の
は
徽
宗
そ
の
人
で
あ
っ
た
。

　
韓
忠
彦
・
瞥
布
と
い
う
二
人
の
宰
相
の
う
ち
、
徽
宗
が
自
ら
選
ん
だ
の
は
曽
布
で
あ
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
韓
忠
彦
が
暦
応
に
迎
え
ら

れ
た
と
き
、
徽
宗
は
外
戚
の
宰
執
任
命
に
難
色
を
示
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
見
て
も
彼
が
政
治
的
影
響
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
結
果
、

元
符
三
年
來
か
ら
翌
・
建
中
靖
国
元
年
に
か
け
て
は
、
実
質
的
な
曽
布
政
権
が
展
開
し
て
い
た
。

　
し
か
し
そ
の
政
権
は
わ
ず
か
～
年
ほ
ど
で
崩
壊
し
、
そ
の
あ
と
に
藥
京
の
第
～
次
当
国
が
登
場
す
る
。
こ
の
曹
布
政
権
崩
壊
の
要
因
は
、
同
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じ
く
世
風
の
立
道
路
線
を
推
進
し
う
る
人
物
が
政
敵
と
し
て
現
れ
、
両
者
が
言
窟
を
巻
き
込
ん
で
激
し
い
政
争
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
政
敵
と
は
李
清
臣
で
あ
る
。

　
李
鳥
距
は
元
豊
年
間
の
尚
書
右
丞
で
、
元
詰
年
間
に
は
失
脚
す
る
が
、
紹
墾
年
歳
に
元
祐
の
政
策
を
厳
し
く
批
判
し
、
紹
述
を
導
い
た
人
物
。

典
型
的
な
新
法
党
人
で
あ
る
。
し
か
し
夏
鳶
が
文
彦
博
・
呂
公
著
ら
を
嶺
表
に
隠
せ
ん
と
し
た
と
き
に
は
こ
れ
に
反
対
し
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
は
穏
健
派
で
あ
っ
た
。
元
符
三
年
に
は
知
真
定
府
と
し
て
地
方
に
あ
っ
た
が
、
同
年
四
月
甲
辰
に
礼
部
尚
書
か
ら
門
下
侍
郎
に
遷
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
上
の
親
擢
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
彼
は
紹
聖
年
間
か
ら
春
菊
位
を
狙
う
こ
と
し
き
り
で
、
自
ら
の
上
位
に
あ
る
蘇
轍
や
章
惇
と
し
ば
し
ば
厳

し
く
対
立
し
て
き
た
。
今
日
も
皇
帝
自
身
に
抜
擢
さ
れ
、
宰
相
に
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
き
て
お
り
、
自
ら
の
上
位
に
い
る
嘗
布
と
は

　
　
　
　
　
　
　
⑲

初
め
か
ら
対
立
し
た
。

　
李
清
臣
は
さ
っ
そ
く
台
諌
の
陳
祐
・
二
次
升
ら
を
使
い
、
し
き
り
に
曽
布
の
弾
劾
を
行
わ
せ
た
。
こ
の
当
時
、
雷
密
た
る
台
諌
ら
の
活
動
は
、

韓
忠
彦
の
提
雷
に
よ
っ
て
再
び
活
発
化
し
て
お
り
、
一
定
の
政
治
的
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
前
節
に
お
け
る
母
宮
ら
の

活
動
に
見
え
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
曽
布
は
彼
ら
を
左
遷
す
る
こ
と
で
対
抗
し
、
そ
の
代
わ
り
に
自
ら
の
門
人
を
配
す
る
こ
と
で
、

台
諌
勢
力
を
牛
耳
ろ
う
と
し
た
。
具
体
的
に
は
六
月
甲
辰
、
陳
祐
を
右
司
諌
か
ら
源
州
通
判
に
出
し
た
ほ
か
、
御
史
中
豊
豊
稜
を
工
部
尚
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

昇
進
さ
せ
る
形
で
体
よ
く
御
史
台
か
ら
逐
い
、
代
わ
り
に
繭
ら
の
門
人
で
あ
る
王
戴
を
御
史
中
丞
と
し
た
。
続
い
て
趙
挺
之
を
御
史
申
丞
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
、
元
裕
党
人
の
排
斥
に
力
を
注
が
せ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
は
諌
議
大
夫
の
位
を
餌
に
右
司
諌
の
江
公
望
を
抱
き
込
み
、
李
清
臣
を
攻
撃
さ
せ

よ
う
と
し
た
。
こ
の
と
き
は
公
望
が
こ
れ
に
乗
ら
な
か
っ
た
た
め
失
敗
し
た
が
、
結
局
彰
汝
霧
が
応
じ
て
李
清
臣
を
攻
撃
し
、
諌
議
大
夫
に
任

　
　
　
　
　
⑳

じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
こ
の
よ
う
な
瞥
布
の
攻
撃
に
対
し
、
陳
次
升
は
台
諌
人
事
に
お
け
る
宰
執
の
関
与
を
や
め
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
一
見
活
発
に
兇
え
る
雷
路

官
の
活
動
だ
が
、
北
宋
前
半
と
は
違
い
、
彼
ら
の
人
事
権
は
依
然
宰
相
に
握
ら
れ
た
ま
ま
で
、
そ
の
活
動
も
一
定
の
制
限
を
受
け
て
い
た
。
陳

瑳
ら
一
部
の
硬
骨
漢
を
除
い
て
、
結
局
は
宰
相
の
「
走
狗
」
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、
台
諌
人
事
権
を
握
る
宰
相
曽
布
が
圧
倒
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的
に
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
焦
っ
た
李
清
臣
陣
営
は
、
蛍
布
が
正
月
甲
戌
に
崩
じ
た
向
太
盾
の
山
陵
使
と
な
っ
て
、
六
月
、
開
封
を
留
守
に
し
た
こ
と
を
好
機
と
し
、
そ

の
追
い
落
と
し
を
狙
っ
て
上
表
を
繰
り
返
し
た
。
し
か
し
次
期
宰
相
と
し
て
李
清
臣
を
推
す
こ
と
が
露
骨
す
ぎ
た
た
め
、
逆
に
七
宗
の
反
感
を

　
　
　
　
　
　
⑮

招
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
十
月
、
徽
宗
が
曽
布
に
詔
対
す
べ
き
者
を
推
薦
す
る
よ
う
に
命
じ
、
曽
布
が
自
ら
の
門
人
で
あ
る
平
蕪
・
王
防
・

周
磯
・
白
時
中
の
四
人
制
聞
奏
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
李
清
臣
は
徽
宗
に
密
啓
し
て
反
対
し
、
四
人
を
「
四
偵
八
専
」
だ
と
非
難

し
た
。
こ
れ
が
徽
宗
の
痛
に
障
り
、
「
清
臣
の
や
り
方
は
婦
人
女
子
の
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
を
招
く
に
至
っ
た
。
劣
勢
に
陥
っ
た
李
清

臣
が
、
露
骨
な
中
傷
攻
撃
を
繰
り
返
し
た
こ
と
に
徽
宗
が
拒
否
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
徽
宗
は
こ
の
と
き
李
清
臣
の
勧
子
を
却
下
し
て
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
戻
す
の
に
、
通
常
な
ら
ば
上
級
竹
製
た
る
御
薬
院
奉
御
等
に
も
た
せ
て
し
か
る
べ
き
も
の
を
、
宮
中
の
一
老
卒
に
逓
送
さ
せ
た
と
い
う
。
李

清
臣
は
完
全
に
帝
寵
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
も
な
く
知
大
名
府
に
出
さ
れ
て
失
脚
し
、
翌
年
没
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
難
中
靖
国
元
年
の
前
半
は
、
営
布
と
李
清
臣
に
よ
る
権
力
争
い
、
特
に
台
諌
勢
力
を
利
用
し
た
申
傷
合
戦
に
終
始
し
た
。
そ
の

結
果
、
李
清
臣
が
失
脚
し
た
が
、
い
か
に
雷
官
を
自
己
の
勢
力
で
固
め
、
政
敵
の
攻
撃
を
可
能
と
す
る
か
に
焦
点
が
集
ま
り
、
そ
れ
が
露
骨
に

な
さ
れ
た
こ
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
勝
利
者
た
る
曽
布
に
と
っ
て
も
悪
影
響
を
与
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
皇
帝
徽
宗
の
心
証
を
極
め
て
悪
く
し

て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　
当
初
は
墾
道
路
線
を
と
り
つ
つ
紹
述
を
欝
指
す
穏
健
派
を
支
持
し
て
い
た
徽
宗
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
期
待
を
担
っ
た
曽
布
と
李
清
臣
が
、
肝

心
の
政
策
よ
り
も
政
周
争
い
に
終
始
し
た
有
様
を
見
て
失
望
し
、
強
引
で
も
力
強
く
薪
法
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
る
。
こ
の

徽
宗
の
政
治
姿
勢
の
変
化
は
次
の
瞥
布
と
の
や
り
と
り
の
変
化
に
現
れ
て
い
る
。

　
か
つ
て
瞥
布
が
旧
・
新
両
法
党
の
両
過
激
派
を
登
用
し
な
い
よ
う
進
雷
す
る
と
、
徽
宗
は
こ
れ
を
嘉
納
し
、
「
卿
の
議
論
は
平
允
た
り
漏
と

　
　
　
　
⑰

応
じ
て
い
た
。
し
か
し
ニ
ケ
月
後
に
は
｝
転
し
て
「
悲
母
の
小
人
」
の
み
を
悉
く
追
放
す
べ
き
だ
と
憶
う
。
こ
れ
を
聞
い
た
二
布
は
、
あ
わ
て

て
即
位
幽
初
の
詔
を
持
ち
出
し
、
緩
や
か
な
統
治
を
囲
指
す
べ
き
だ
と
諌
言
し
た
。
す
る
と
徽
宗
は
「
卿
は
何
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
。
元
祐
人
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に
順
う
こ
と
が
多
い
が
」
と
詰
問
し
、
布
は
讐
臣
は
人
を
恐
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
中
正
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
す
」
と
答
え
た
。

最
終
的
に
徽
宗
は
笑
い
な
が
ら
「
朕
が
そ
う
思
う
の
で
は
な
く
、
人
が
そ
う
言
っ
て
い
る
か
ら
尋
ね
た
の
み
だ
」
と
取
り
繕
っ
た
た
め
、
こ
の

や
り
と
り
は
終
わ
っ
た
が
、
す
で
に
こ
の
と
き
両
者
の
間
に
大
き
な
溝
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
機
を
狙
っ
て
登
場
し
た
の
が
「
下
宿
助
之
図
」
だ
っ
た
。
論
稿
武
が
提
出
し
た
こ
の
図
は
、
そ
の
名
称
を
『
詩
経
瞼
大
雅
・
丞
…
民
に
基

づ
き
、
当
時
の
官
界
に
お
い
て
新
法
紹
述
を
推
進
し
う
る
人
物
と
そ
う
で
な
い
人
物
に
分
類
し
、
リ
ス
ト
化
し
た
も
の
で
、
「
可
能
」
欄
の
人

物
は
ご
く
少
な
く
、
さ
ら
に
そ
こ
に
付
箋
付
き
で
藥
京
の
名
を
記
す
演
出
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
徽
宗
は
察
京
の
再
登
用
を
決
意
し

　
　
　
⑲

た
と
い
う
。
す
で
に
曽
布
政
権
に
飽
き
足
ら
ず
、
よ
り
徹
底
し
た
新
法
の
紹
述
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
機
を
螂
洵
武
が
逃
さ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
、
十
二
月
戊
戌
、
華
墨
は
提
挙
洞
霧
宮
か
ら
龍
図
素
直
学
士
・
知
定
州
に
復
帰
し
、
翌
旦
寧
元
年
（
二
Ω
一
）
二
月
辛
労
に
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

明
殿
学
士
・
知
大
名
府
、
次
い
で
三
月
甲
戌
に
は
翰
林
学
士
承
旨
・
兼
修
国
史
と
な
り
、
失
脚
前
の
ポ
ス
ト
に
返
り
咲
い
た
。
そ
し
て
四
月
乙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
硬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩

未
に
入
対
し
て
ほ
ど
な
く
、
五
月
か
ら
元
岳
人
の
排
斥
、
追
奪
が
開
始
さ
れ
る
。
す
で
に
亡
く
な
っ
て
久
し
い
司
馬
光
・
呂
公
言
ら
を
も
含
め

た
大
々
的
な
元
祐
党
排
斥
は
、
ま
さ
に
直
前
に
お
け
る
徽
宗
の
意
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
繋
京
は
尚
書
右
丞
に
進
み
、
岡
月
に
は

韓
患
彦
が
、
閏
六
月
に
は
曽
布
が
相
次
い
で
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
な
誠
心
の
第
～
次
当
国
開
始
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
瞥
布
政
権
の
瓦
解
し
て
い
く
状
況
を
詳
し
く
見
て
き
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
曹
布
が
雷
魚
を
利
用
し
て
、
政
敵
李
清
臣
と
の
中
傷
合
戦

を
繰
り
広
げ
た
こ
と
が
、
徽
宗
の
支
持
を
失
う
要
因
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
韓
患
彦
・
曽
布
の
浮
沈
は
、
彼
ら
を
支
持
し
た
穏
健
派
の
向
太
后

と
、
急
進
派
の
徽
宗
の
政
治
姿
勢
の
違
い
に
起
因
す
る
と
単
純
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
前
節
で
も
見
た
よ
う
に
、
向
太
盾
は
曽
布
を
宰
根
に

任
じ
て
お
ら
ず
、
そ
の
人
事
が
実
現
し
た
の
は
徽
宗
親
政
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
親
政
開
始
春
初
の
徽
宗
が
穏
健
派
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
止
血
が
李
清
臣
を
起
用
し
た
意
図
が
、
岡
じ
穏
健
派
と
し
て
曽
布
と
協
力
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
か
、
は
た
ま
た
両
者
を
競
わ

せ
た
上
で
自
ら
が
そ
の
上
に
立
と
う
と
し
た
も
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
と
も
か
く
両
者
が
、
前
代
以
来
久
々
に
活
動
を
は
じ
め
た
言
路
官
を
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利
用
し
て
、
こ
こ
ま
で
露
骨
な
中
傷
合
戦
を
繰
り
広
げ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
徽
宗
は
瞥
布
政
権
に
見
切
り
を
つ

け
、
急
進
派
の
察
京
を
選
び
直
す
こ
と
と
な
っ
た
。
難
中
靖
国
元
年
と
は
、
宋
朝
の
政
治
路
線
が
穏
健
派
か
ら
急
進
派
に
か
わ
る
変
化
の
年
で

あ
っ
た
。

44　（998）

第
三
節
　
獲
京
の
第
［
次
当
国
と
御
鐘
一
崇
寧
翻
意

　
新
法
改
革
が
行
わ
れ
た
神
宗
朝
の
煕
寧
十
二
を
崇
ぶ
、
す
な
わ
ち
崇
寧
と
改
元
さ
れ
た
年
（
＝
〇
二
）
、
察
京
は
尚
書
右
僕
射
兼
中
書
侍
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
進
ん
で
唯
一
の
宰
相
と
な
っ
た
。
そ
し
て
尚
書
省
に
聖
業
司
を
設
置
し
、
こ
こ
を
中
心
と
し
て
薪
法
関
係
の
諸
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
す
で
に
各
先
行
研
究
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
主
眼
で
あ
る
政
局
の
経
過
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

　
さ
て
こ
の
藥
京
政
権
と
い
え
ば
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
御
筆
手
詔
（
御
筆
）
で
あ
ろ
う
。
聖
慮
政
権
は
皇
帝
の
直
筆
で
、
宰
執
を
経
ず
に

下
さ
れ
る
御
筆
の
制
度
を
駈
出
し
、
こ
れ
を
掌
握
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
妨
げ
を
排
除
し
て
自
ら
の
意
思
を
政
策
に
反
映
さ
せ
た
と
い
う
。
こ

れ
が
六
二
政
権
に
対
す
る
従
来
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
御
筆
が
初
め
て
出
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
が
崇
寧
四
年
（
一
一
〇
五
）
七

　
　
　
　
　
　
㊧

月
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
こ
の
察
京
第
一
次
当
国
末
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
察
京
政
権
発
足
蒔
か
ら
雷
論
統
網
の
手
段
と
し

て
使
わ
れ
て
き
た
元
祐
党
人
・
元
符
上
書
人
の
党
鋼
を
や
わ
ら
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
上
記
の
よ
う
な
逓
説
に
対
し
、
御
筆
は
内
上
手
詔
に
端
を
発
し
た
も
の
で
、
皇
帝
の
特
旨
に
よ
っ
て
法
規
を
制
定
・
変
更
す
る
た
め
の
一
命

令
形
式
で
あ
っ
た
と
し
、
内
降
政
治
の
構
図
を
真
宗
末
の
劉
太
后
期
か
ら
確
認
し
、
神
宗
朝
か
ら
徽
宗
朝
に
お
け
る
法
制
を
考
察
さ
れ
た
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

徳
永
洋
介
氏
で
あ
っ
た
。
氏
の
考
察
の
う
ち
特
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
の
は
、
内
曇
は
神
宗
朝
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
、
御
筆
手
詔
は
そ
の
後

身
で
あ
る
こ
と
、
崇
寧
四
年
の
最
初
の
御
筆
が
「
悪
名
の
高
い
党
鋼
の
緩
和
を
命
じ
た
詔
勅
で
、
」
「
御
筆
と
い
う
と
、
と
か
く
察
京
の
高
圧
的

な
座
論
統
制
を
連
想
し
が
ち
だ
が
、
隔
「
む
し
ろ
政
府
部
内
に
彼
の
反
対
派
が
皆
無
と
な
っ
た
段
階
で
初
め
て
使
わ
れ
た
点
は
注
意
を
要
す
る
」

（
一
〇
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
御
筆
の
登
場
自
体
は
前
代
か
ら
の
趨
勢
で
あ
り
、
徽
亡
朝
で
そ
れ
が
初
め
て
出
さ
れ
た
時
点
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で
は
、
察
京
に
は
そ
の
よ
う
な
強
引
な
手
法
を
用
い
る
必
要
性
が
無
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
た
し
か
に
史
料
を
詳
綱
に
見
て
み
る
と
、
察
京
が
宰
相
に
就
任
す
る
以
前
の
建
中
靖
国
元
年
の
時
点
で
「
比
巳
内
灘
寝
く
多
し
偏
と
い
う
状

況
に
あ
っ
た
し
、
藥
京
が
尚
書
右
丞
と
な
っ
た
崇
寧
元
年
（
＝
〇
二
）
五
月
、

　
夏
五
月
、
内
降
執
奏
の
法
を
厳
に
す
。
詔
に
略
ぼ
騰
く
「
応
ゆ
る
受
伝
せ
ら
る
る
内
国
特
旨
、
並
び
に
三
省
の
契
勘
す
る
を
許
し
、
若
し
祖
宗
の
筆
法
に
戻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
る
こ
と
有
ら
ば
、
明
ら
か
に
具
奏
す
る
を
可
し
、
更
に
施
行
せ
ず
」
と
。

と
、
内
降
手
認
を
受
け
取
っ
た
機
関
に
、
実
行
前
に
そ
の
内
容
を
三
省
に
再
確
認
す
る
こ
と
を
厳
密
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
多
く
な
っ

て
い
た
内
降
手
詔
の
濫
発
に
一
定
の
湖
限
を
か
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
政
権
開
始
後
す
ぐ
に
厳
命
し
て
い
る
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
最
初
の
御
筆
が
下
さ
れ
た
崇
寧
四
年
に
お
け
る
宰
執
集
団
の
メ
ン
バ
ー
を
見
る
と
、
趙
挺
之
を
除
い
て
い
ず
れ
も
孫
譲
に
与
す
る
者

達
で
あ
っ
た
。
輪
講
之
は
も
と
選
書
と
結
ん
で
元
徳
の
旧
臣
追
い
落
と
し
に
力
を
尽
く
し
て
い
た
が
、
藥
京
の
尚
書
左
丞
就
任
と
同
時
に
尚
書

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

右
前
と
な
り
、
崇
寧
四
年
三
月
に
察
京
の
強
い
勧
め
に
よ
っ
て
右
僕
射
に
進
ん
だ
と
い
う
。
し
か
し
甥
の
史
料
で
は
趙
挺
之
は
門
下
侍
郎
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

き
、
藥
京
の
姦
悪
を
痛
烈
に
批
判
し
た
こ
と
か
ら
徽
宗
が
右
僕
射
に
抜
擢
し
た
と
も
言
い
、
宰
相
が
藥
京
一
人
の
状
況
が
長
く
つ
づ
い
て
い
る

こ
と
を
危
惧
し
た
腰
縄
に
よ
る
親
擢
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
曽
布
政
権
に
お
け
る
李
清
臣
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
さ
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
の
執
政
が
み
な
察
京
与
党
で
あ
る
状
況
で
は
抗
し
得
ず
、
自
ら
位
を
去
る
こ
と
を
た
び
た
び
求
め
、
結
局
わ
ず
か

三
ヶ
月
で
位
を
辞
し
て
し
ま
う
。

　
趙
挺
之
が
去
っ
た
後
、
崇
寧
五
年
の
政
変
直
前
の
宰
執
集
団
は
、
再
び
唯
一
の
宰
相
と
な
っ
た
尚
書
左
僕
射
兼
門
下
侍
郎
の
藥
京
の
ほ
か
、

中
書
侍
郎
の
呉
居
厚
、
知
枢
密
院
事
の
張
康
国
、
同
形
枢
密
院
事
の
劉
蓬
、
尚
書
左
丞
の
何
執
中
、
尚
書
右
丞
の
都
門
武
と
い
う
五
人
の
執
政

で
、
い
ず
れ
も
察
京
の
与
党
で
あ
り
、
宰
執
集
団
は
察
京
が
完
全
に
掌
握
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
察
京
は
御
筆
と
い
う
手
段
を
用

い
ず
と
も
、
自
ら
の
政
策
を
実
行
し
う
る
状
態
に
あ
っ
た
。

　
御
筆
手
詔
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
改
め
て
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
が
、
い
ま
南
京
の
第
一
次
当
国
に
絡
む
点
で
い
え
ば
、
御
筆
は
宰
網
・
執
政
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を
経
ず
に
実
行
機
関
に
行
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
宰
執
ら
に
と
っ
て
決
し
て
有
利
と
な
る
手
法
で
は
な
い
。
宰
執
集
団
を
掌
握
し
て
い
る
藥

京
に
と
っ
て
、
自
ら
の
統
制
を
離
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
性
を
認
識
し
つ
つ
御
筆
を
登
場
さ
せ
る
謂
わ
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
崇
寧
四
年
の
御
筆
手
玉
は
、
か
つ
て
徽
宗
の
御
筆
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
元
祐
党
籍
碑
に
対
し
、
同
じ
く
御
筆
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
緩
和

す
る
詔
を
作
成
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
天
子
の
有
り
難
い
御
心
」
を
強
調
す
る
た
め
の
措
置
だ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
各
分
野
の
命
令
文
書
に
援
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
い
ま
少
し
時
問
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く

と
も
こ
の
第
一
次
当
国
期
に
お
い
て
、
繋
京
が
い
わ
ゆ
る
命
令
文
書
の
～
と
し
て
の
御
筆
の
創
出
に
積
極
的
に
関
与
し
た
可
能
性
は
低
い
。
そ

れ
は
何
よ
り
も
、
噛
矢
と
さ
れ
る
御
筆
が
出
さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
半
年
余
り
で
政
変
が
起
こ
り
、
藥
京
が
失
脚
し
た
事
実
が
そ
れ
を
証
明
し
て

い
る
。

　
さ
て
芝
地
寧
五
年
正
月
に
政
変
が
発
生
し
、
二
月
縫
子
、
繋
累
が
正
式
に
宰
相
を
罷
免
さ
れ
た
。
同
日
、
唯
一
の
宰
相
と
し
て
迎
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轡

趙
挺
之
が
尚
書
右
僕
恩
讐
中
書
侍
郎
と
な
る
が
、
そ
の
命
令
は
窟
官
が
運
ぶ
御
筆
手
詔
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
。
政
変
前
日
に
行
わ
れ
た
劉
逡
の

中
書
侍
郎
昇
進
人
事
と
い
い
、
こ
の
と
き
の
御
筆
に
よ
る
趙
身
形
人
事
と
い
い
、
い
ず
れ
も
皇
帝
徽
宗
直
接
の
命
令
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
注
欝

に
値
す
る
。
宰
執
陣
を
掌
握
し
て
い
た
藥
京
を
出
し
抜
い
て
深
夜
の
内
に
進
め
ら
れ
た
こ
の
政
変
の
真
の
発
案
者
は
徽
宗
で
あ
り
、
い
わ
ば
上

か
ら
の
政
変
で
あ
っ
た
。

　
で
は
徽
宗
は
な
ぜ
こ
の
政
変
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
直
接
の
契
機
が
正
月
す
ぐ
に
嵐
現
し
た
糞
星
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、

そ
れ
に
動
揺
し
た
濃
墨
が
気
ま
ぐ
れ
に
一
時
藥
京
を
否
定
し
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
こ
と
は
、
暗
愚
で
道
楽
天
子
と
い
う
こ
れ

ま
で
の
徽
宗
像
と
合
致
す
る
が
、
よ
り
現
実
的
な
政
治
状
況
と
し
て
、
徽
宗
と
察
京
の
間
に
は
大
き
な
意
見
の
食
い
違
い
が
発
生
し
て
い
た
。

そ
れ
は
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
北
宋
朝
廷
に
と
っ
て
最
重
要
政
策
と
も
い
え
る
、
対
契
丹
外
交
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
先

行
研
究
で
は
管
見
の
限
り
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
の
両
者
の
紺
立
状
況
に
つ
き
、
以
下
章
を
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
①
李
譲
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
降
四
長
編
臨
と
略
称
）
巻
五
二
〇
∴
7
5
符
三
　
　
年
正
二
丁
無
条
、
巴
卯
条
。
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②
北
宋
後
半
期
の
宰
租
・
執
政
の
別
に
つ
い
て
は
、
熊
本
崇
「
朱
執
政
孜
一
元

　
豊
以
前
と
以
後
」
（
例
東
北
大
学
東
洋
史
論
総
軍
一
一
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

③
『
東
都
事
略
』
巻
六
九
・
韓
忠
彦
伝
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
警
細
図
の
濡
用
、
元

　
祐
党
人
の
復
帰
は
彼
の
土
　
蕎
を
容
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

④
の
ち
に
親
政
購
に
入
っ
た
徽
宗
は
、
外
戚
で
あ
る
韓
忠
彦
の
執
政
・
宰
摺
就
任

　
時
は
「
恭
黙
」
し
、
敢
え
て
何
も
署
わ
な
か
っ
た
が
、
本
来
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ

　
と
と
し
て
先
例
と
し
な
い
よ
う
認
を
出
し
て
い
る
（
鯛
宋
発
揮
隔
職
官
一
…
三

　
〇
・
崇
寧
二
年
七
月
二
十
藤
津
）
。
よ
っ
て
忠
彦
の
起
用
は
太
后
の
意
向
に
よ
る

　
も
の
だ
っ
た
。

⑤
澗
者
の
つ
な
が
り
は
す
で
に
林
氏
が
先
行
論
文
（
「
は
じ
め
に
繕
注
⑦
）
で
示

　
唆
さ
れ
て
い
る
。

⑥
噸
長
編
紀
事
本
来
』
巻
｝
二
〇
「
逐
願
下
党
入
隅
元
勲
三
年
三
月
乙
闘
、
四
月

　
戊
戌
条
。
ま
た
『
歯
学
庵
筆
記
臨
巻
瞬
に
は
「
曽
子
宣
巌
根
嘗
排
票
京
於
欽
膿
太

　
后
簾
前
、
太
盾
不
漁
為
然
。
曾
公
論
不
測
、
太
后
日
噸
且
耐
辛
苦
。
』
蓋
禁
中
語
、

　
欲
遣
之
使
退
、
則
霞
『
耐
辛
苦
』
也
。
京
算
出
太
原
、
輪
留
。
扁
と
い
う
。

⑦
五
月
に
は
窟
宮
の
白
誇
が
、
す
ぐ
に
還
政
す
る
よ
う
太
后
に
上
奏
し
た
と
こ
ろ
、

　
地
方
に
単
管
に
な
っ
て
い
る
（
凹
宋
会
要
撫
職
官
六
七
一
三
〇
・
元
符
三
年
鷲
月

　
二
十
二
日
条
）
。

⑧
『
長
編
紀
事
本
末
藤
巻
；
δ
「
久
任
蕾
布
」
元
符
三
年
六
月
辛
亥
条
。

⑨
「
七
月
丙
寅
朔
、
皇
太
后
帰
政
。
漏
（
『
東
都
事
蹟
紬
巻
一
〇
・
徽
宗
本
紀
）

⑳
　
転
じ
く
台
諌
で
あ
っ
た
空
虚
錫
も
同
内
容
の
こ
と
を
書
っ
て
い
る
（
『
宋
史
翻

　
巻
～
二
西
山
ハ
・
本
伝
）
。

⑪
　
魍
長
編
』
曖
二
七
・
元
楼
騰
年
五
月
丁
亥
条
。

⑫
　
の
ち
に
陳
次
升
の
弾
劾
に
よ
っ
て
失
脚
す
る
と
き
、
随
龍
人
の
例
は
適
周
し
な

　
い
、
と
特
に
喪
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
範
瞬
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

　
る
禽
宋
会
要
脚
職
官
六
七
一
三
二
・
　
兀
符
三
年
十
月
十
六
露
条
）
。

⑬
『
長
編
撫
巻
三
五
四
二
兀
叢
八
年
略
語
乙
酉
条
。

⑭
魍
長
編
』
巻
三
六
丁
発
豊
八
年
十
…
月
壬
寅
条
。

⑮
糊
長
編
幅
巻
五
二
〇
・
元
符
…
二
年
正
月
庚
半
眼
。

⑯
『
国
朝
諸
臣
奏
議
御
仁
三
五
・
陳
陰
門
上
徽
宗
論
向
宗
良
兄
弟
交
通
賓
客
扁
の

　
貼
黄
。
「
臣
聞
紹
聖
之
初
、
裟
彦
臣
管
幹
造
景
雲
寺
、
爾
婦
人
阻
王
赴
戸
部
及
御

　
史
台
理
会
地
界
。
後
果
井
此
一
門
、
屡
蕾
塾
徒
、
寛
不
成
就
。
臣
桑
田
此
也
。
皇

　
礼
義
為
追
立
単
坐
、
所
以
皿
洗
造
寺
、
此
寺
既
不
成
就
、
蒲
郷
随
之
徒
、
薗
縁
恣

　
横
、
敢
警
束
朝
、
外
入
皆
有
不
平
之
心
、
所
西
哲
宗
不
知
耳
。
当
時
戸
部
及
郷
史

　
台
宮
司
、
有
以
彦
臣
為
是
暫
、
有
以
彦
臣
白
井
者
。
是
非
自
暴
公
議
。
以
臣
観
之
、

　
祭
磯
彦
臣
幹
当
不
了
、
以
致
生
事
。
」

⑰
笠
寺
に
つ
い
て
は
竺
沙
雅
章
「
宋
代
位
追
考
篇
（
『
中
屡
仏
教
社
会
史
研
究
』
増

　
訂
版
、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
一
犀
）
を
参
照
。

⑱
向
太
后
ら
の
父
・
尊
志
は
、
開
封
府
開
封
県
豊
塙
村
の
祖
榮
に
葬
ら
れ
て
い
た
。

　
沈
括
脚
長
興
集
』
巻
二
八
「
定
国
軍
節
度
観
察
留
筆
光
禄
大
夫
検
校
工
部
尚
書
使

　
持
節
黒
州
韓
史
兼
御
史
大
夫
知
土
州
兼
管
内
堤
豊
橋
道
勧
農
二
面
京
極
東
路
安
撫

　
使
兼
本
門
兵
馬
都
総
管
上
畳
国
胃
宿
郡
開
国
侯
食
邑
一
千
一
百
戸
食
実
封
二
百
声

　
贈
壷
中
向
公
立
誌
銘
扁
。

⑲
噸
長
編
紀
事
本
宋
』
巻
＝
δ
「
逐
電
木
党
人
」
元
符
三
年
五
月
甲
午
条
。

⑳
『
続
朱
編
年
資
治
通
鑑
』
（
噛
四
庫
全
書
存
図
叢
書
轍
史
部
第
三
冊
、
北
京
図
書

　
館
蔵
元
建
干
陳
氏
余
慶
堂
刻
本
景
印
本
。
以
下
、
『
朱
編
年
通
鑑
隔
と
略
称
）
巻

　
一
盛
・
発
符
三
年
八
月
条
。

⑳
　
『
長
編
紀
事
本
末
臨
巻
…
一
…
○
「
逐
惇
轟
卜
党
人
」
元
符
三
年
八
月
賊
心
条
。

⑫
　
糊
長
編
紀
事
本
宋
』
巻
一
三
〇
「
久
任
蕾
布
」
建
中
靖
国
元
年
十
一
月
壬
午
条
。

⑳
　
察
京
が
国
史
編
纂
に
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
曇
っ
た
こ
と
は
、
宮
崎
聖
明
氏
も

　
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
「
は
じ
め
に
偏
注
⑦
論
文
二
八
頁
）
。
な
お
『
宋
史
』
巻

　
三
五
…
・
劉
正
夫
伝
に
「
又
雷
「
元
祐
・
紹
的
証
修
神
宗
史
、
互
有
得
失
、
当
折

　
中
其
説
、
伝
償
万
世
。
」
三
無
刊
定
、
玉
垂
起
居
舎
人
為
編
修
宮
。
扁
と
あ
る
が
、

　
「
神
宗
史
扁
と
は
轡
う
も
の
の
、
元
祐
年
問
と
細
蟹
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
の
は
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『
神
宗
実
録
漏
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
裏
書
を
「
折
申
」
し
た
『
神
宗

　
実
録
隔
の
再
編
纂
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
建
中
唐
圃
元
年
の
こ
と
で

　
あ
る
（
『
宋
大
詔
令
集
隔
巻
～
五
〇
「
重
修
神
託
実
録
諾
（
建
蔽
鞘
口
曝
弱
年
六
月

　
戊
戌
）
」
）
。
後
に
見
る
よ
う
に
建
申
靖
幽
元
年
こ
そ
徽
宗
親
政
の
下
で
中
道
路
線

　
が
と
ら
れ
た
時
期
で
、
門
折
中
」
し
た
欄
神
宗
実
録
漏
の
再
編
纂
命
令
が
下
さ
れ

　
た
こ
と
は
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
『
宋
吏
睡
劉
正
央
伝
に
言
う

　
門
折
申
」
門
神
秘
史
」
は
、
聖
遷
三
年
九
月
に
編
纂
が
認
さ
れ
た
『
孟
宗
正
史
鰍

　
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。

⑳
　
『
国
朝
諸
臣
奏
議
隔
巻
三
五
・
陳
灌
「
論
向
宗
良
兄
弟
交
通
賓
客
奏
」
讐
再
論
修

　
景
霊
西
宮
勧
善
」
（
元
符
三
年
九
月
）
Q

⑳
　
平
田
茂
樹
「
『
習
習
石
日
録
臨
研
究
…
『
四
明
尊
尭
二
一
を
手
掛
か
り
と
し

　
て
扁
『
大
阪
市
立
大
学
東
洋
史
論
叢
』
　
一
二
、
二
〇
〇
二
年
。

⑯
　
岡
書
同
巻
・
陳
罐
「
又
論
欝
欝
出
子
扁
慣
再
論
夢
京
筍
子
扁
（
冗
符
三
年
九
月
）
。

⑳
　
『
長
編
紀
事
本
末
』
巻
…
二
九
懲
陳
理
疑
獄
」
元
山
三
年
九
月
己
卯
条
。

⑳
『
宋
編
年
通
鑑
袖
巻
一
四
・
死
符
三
年
九
月
条
。

⑳
　
魍
長
編
紀
纂
本
宋
隔
巻
＝
…
○
「
半
肩
立
党
人
血
用
鳳
元
符
三
年
九
月
庚
辰
条

　
策
票
）
京
優
然
在
職
、
謂
朝
廷
無
識
其
姦
、
騰
夜
軍
結
内
侍
・
戚
里
、
以
號
大
薦
。

　
中
外
見
陛
下
容
忍
留
京
、
威
謂
果
有
大
用
京
之
意
。
」
し
か
し
明
・
楊
士
奇
等

　
凹
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
一
八
○
「
去
邪
扁
で
は
殿
中
倦
御
史
襲
央
の
発
言
と
す
る
。

⑳
　
糊
東
都
事
略
輪
巻
四
八
・
蕾
致
岨
伝
・
附
肇
伝
。

⑳
　
藥
京
の
知
永
興
軍
が
中
央
か
ら
排
斥
す
る
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
わ

　
ず
か
ひ
と
月
で
知
江
寧
府
に
か
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
（
『
長
編
働
事
本

　
末
隔
巻
ご
一
〇
、
；
二
）
。

⑫
　
『
園
朝
諸
雛
奏
議
隔
巻
三
五
・
陳
次
升
「
上
智
黎
皇
后
乞
不
燃
紐
帯
之
言
為
念
」

　
（
元
符
一
一
　
年
十
月
）
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
古
松
崇
志
氏
の
教
示
を
得
た
。
こ

　
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

⑳
　
『
宋
史
廓
巻
圏
七
一
・
姦
匝
伝
・
曽
窟
伝
。
『
無
難
集
』
巻
三
、
門
皇
朝
文
鑑
撫

　
巻
三
六
門
除
曽
墨
銀
油
光
禄
大
夫
守
尚
書
右
僕
気
兼
門
下
中
書
侍
郎
覇
」
。

⑭
　
の
ち
言
官
ら
が
し
き
り
に
「
皇
極
」
の
語
を
使
蝕
す
る
の
は
、
こ
の
詔
が
隅
轡

　
亜
門
洪
範
を
踏
ま
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

⑳
　
『
宋
半
里
』
礼
銭
四
一
…
一
・
元
符
三
年
十
…
月
十
三
日
条
。

⑳
　
『
宋
史
臨
巻
一
藁
…
八
・
李
清
臣
伝
。

⑰
　
㎎
長
編
紀
事
本
末
一
巻
一
三
〇
「
久
任
蕾
布
」
死
符
三
年
六
月
辛
亥
条
。

⑲
　
隅
宋
史
繍
巻
三
二
八
・
李
清
距
伝
門
観
為
相
、
顧
蘇
中
書
己
、
廼
樋
轍
嘗
以
漢

　
武
比
先
帝
激
上
怒
、
轍
罷
。
時
召
章
惇
朱
至
、
清
麗
心
益
凱
之
。
已
而
惇
入
相
、

　
復
與
為
異
。
扁

⑳
　

『
宋
巾
人
拙
巻
＝
　
四
漏
ハ
・
彰
汝
漁
林
忽
仏
「
口
口
下
侍
郎
縫
製
　
臣
隔
与
（
舶
田
）
布
異
」
、
　
『
宋
編

　
年
通
鑑
恥
巻
一
五
・
建
中
靖
蟹
兀
年
十
月
門
清
臣
与
華
箋
宥
嫌
、
毎
於
上
前
、
互

　
相
誠
殿
。
」
、
魍
長
編
紀
事
本
宋
臨
巻
一
三
〇
「
久
任
曽
布
」
建
中
靖
国
元
年
六
月

　
甲
辰
条
「
先
是
、
瞥
布
薩
悪
李
清
士
不
附
議
」
。

⑳
　
『
長
編
紀
事
本
末
巨
象
…
王
○
門
久
任
曽
土
偏
藩
中
靖
国
元
年
六
月
甲
高
粂
。

⑳
『
宋
編
年
通
鑑
』
巻
一
細
・
元
符
三
年
十
月
。
『
長
編
紀
勢
本
末
転
巻
一
三
〇

　
「
久
任
曽
雁
」
崇
寧
元
年
閏
六
月
壬
二
条
、
陳
瑳
糊
講
論
集
講
論
奉
弾
瞥
霧
第
四

　
疏
扁
も
参
照
。
ま
た
王
親
は
御
史
中
郷
の
ま
ま
史
官
を
兼
任
し
て
お
り
、
こ
れ
を

　
任
伯
爾
に
糾
弾
さ
れ
て
い
る
（
糊
宋
史
』
巻
三
四
五
・
任
伯
術
伝
）
。
耕
鋤
党
の
史

　
宮
の
中
に
く
さ
び
を
狩
ち
込
む
必
要
性
を
蛍
布
が
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑫
　
　
『
編
年
構
…
面
次
』
巻
一
エ
ハ
・
建
中
靖
国
…
兀
血
十
正
日
〃
久
粥
。

＠＠＠＠＠＠＠

『
長
編
紀
聞
本
宋
此
迄
一
三
〇
「
久
任
蕾
布
」
建
中
豊
蟹
元
年
六
月
甲
辰
条
。

糊
国
朝
諸
島
奏
議
上
巻
五
五
・
陳
次
升
「
誤
植
宗
論
除
授
台
諌
三
省
不
得
進
擬
縣
。

『
長
編
紀
事
本
末
』
巻
…
三
〇
讐
久
任
瞥
布
扁
建
業
靖
国
元
年
六
月
甲
辰
条
。

岳
離
隔
経
巻
録
蝕
黒
影
「
副
本
縁
起
」
。

『
長
編
異
事
本
宋
国
包
；
一
〇
「
久
任
蕾
布
」
建
仁
靖
国
元
年
七
月
癸
未
条
。

魍
長
編
紀
事
本
末
隔
巻
　
三
〇
「
久
任
曽
布
」
建
中
無
識
元
年
九
月
算
当
条
。

端
的
に
は
『
宋
史
内
巻
一
一
…
二
九
・
鄭
縮
伝
・
附
洵
武
伝
。
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⑳
　
同
じ
時
期
、
蕾
誕
は
上
奏
し
て
章
惇
や
藥
京
・
察
零
ら
紹
論
人
の
復
権
ま
で
願

　
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
激
怒
し
た
韓
忠
彦
に
阻
止
さ
れ
、
蕾
誕
は
除
名
さ
れ
て

　
湖
南
に
送
ら
れ
た
（
『
長
編
紀
事
本
末
』
巻
＝
一
〇
「
逐
惇
下
撮
影
扁
建
中
靖
国

　
元
年
十
二
月
辛
卯
条
）
。

⑪
　
知
大
名
府
就
任
に
関
し
て
は
、
蛍
布
は
劉
奉
世
を
推
し
た
が
、
韓
忠
彦
が
自
ら

　
の
与
党
と
す
る
た
め
に
蒙
京
を
推
薦
し
た
結
果
だ
と
い
う
（
『
長
編
雑
事
本
来
』

　
巻
｝
二
〇
「
逐
惇
下
党
人
」
崇
寧
元
年
二
月
辛
畳
条
）
。
し
か
し
こ
れ
は
彼
の
政

　
治
的
姿
勢
と
は
栢
餐
れ
ず
、
そ
の
儒
懸
性
も
縮
め
て
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

⑫
嘲
長
編
紀
事
本
宋
葱
巻
＝
三
「
察
京
事
泌
」
。

㊥
　
『
長
編
見
事
本
末
隔
巻
…
一
…
一
門
禁
元
祐
党
人
」
。

⑳
　
蝿
長
編
紀
事
本
末
撫
巻
｛
三
二
「
講
議
司
扁
崇
寧
一
7
5
年
七
月
甲
午
条
。

⑳
　
開
編
年
備
綴
紐
巻
二
七
。

⑯
　
徳
永
洋
介
一
打
代
の
御
筆
手
詔
」
植
下
洋
史
研
究
四
五
七
一
　
二
（
　
九
九
八
年
）
。

⑳
　
噛
宋
編
年
通
鑑
輪
巻
…
五
・
崇
寧
元
年
讐
夏
五
月
、
詔
応
曾
孫
伝
内
降
特
蜜
、

　
並
許
…
工
省
契
勘
、
若
有
戻
祖
宗
格
法
、
可
明
具
奏
、
更
不
施
行
。
」

㊧
　
明
宋
史
隔
巻
三
四
五
・
任
伯
雨
亜
門
二
日
内
合
寝
多
、
或
墨
書
伝
測
点
。
漢
之

　
鴻
都
売
爵
、
庸
之
墨
敷
斜
掛
、
此
近
監
也
。
瞬

⑲
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
幡
巻
二
。

⑳
　
油
壷
史
隔
痛
罵
五
一
・
趙
挺
之
伝
。

⑪
　
『
編
年
傭
要
』
巻
二
七
。

⑫
　
腕
長
編
紀
事
本
末
』
巻
…
三
一
「
藝
京
事
　
」
崇
寧
五
年
二
月
綾
子
条
「
趙
挺

　
之
行
状
し
。

第
二
章
崇
寧
宋
遼
交
渉
の
展
開

第
㎜
節
　
北
宋
申
期
か
ら
徽
宗
朝
初
期
に
お
け
る
鵡
西
夏
・
遼
戦
略

崇寧五年正月の政変（藤本）

　
ま
ず
は
北
鮮
中
期
か
ら
徽
宗
朝
ま
で
の
宋
の
西
北
政
策
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
真
宗
朝
の
漉
淵
の
盟
締
結
以
来
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

制
を
基
本
約
に
堅
持
し
て
き
た
宋
・
遼
関
係
で
あ
る
が
、
西
夏
と
い
う
第
三
勢
力
の
出
現
に
よ
り
、
そ
の
動
向
を
巡
っ
て
し
ば
し
ば
外
交
問
題

を
発
生
さ
せ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
神
宗
朝
に
な
る
と
対
外
強
攻
策
を
と
り
、
ま
ず
河
濃
地
方
の
チ
ベ
ッ
ト
系
西
莞
青
唐
族
を
懐
柔
、
王
女
を
使
っ
て
青
唐
の
東
部
を
制
圧
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

煕
河
路
を
設
置
し
た
。
青
唐
は
一
時
西
夏
と
結
び
宋
へ
侵
攻
し
た
が
、
の
ち
に
は
宋
に
入
貢
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
元
豊
四
年
（
…
○
八
二
）

に
は
西
夏
国
内
の
内
紛
に
乗
じ
て
戦
端
を
開
き
、
李
憲
に
五
清
征
討
軍
を
率
い
て
西
夏
に
攻
め
入
ら
せ
た
。
し
か
し
大
敗
を
喫
し
、
翌
年
も
永

楽
城
で
敗
れ
た
。
神
宗
は
相
次
ぐ
敗
戦
の
ま
ま
崩
御
す
る
が
、
重
鎮
蘭
州
を
獲
得
し
て
煕
河
蘭
会
議
の
成
立
を
見
る
な
ど
、
領
土
拡
大
と
い
う
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成
果
は
も
た
ら
さ
れ
た
。

　
旧
法
党
の
元
祐
時
代
に
な
る
と
外
交
方
針
は
百
八
十
度
転
換
さ
れ
、
元
豊
末
ま
で
に
獲
得
し
た
挾
西
北
部
の
地
を
す
べ
て
西
夏
に
返
還
し
、

前
線
を
縮
小
す
る
「
棄
地
象
」
が
唱
え
ら
れ
た
。
し
か
し
赤
光
二
年
（
一
〇
八
七
）
か
ら
は
西
夏
の
侵
攻
が
相
次
ぎ
、
宋
が
こ
れ
を
防
戦
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

時
期
が
数
年
間
続
い
た
。

　
哲
宗
の
親
政
が
始
ま
っ
た
草
聖
・
元
符
年
間
は
、
西
夏
に
対
し
て
再
び
積
極
策
に
転
じ
、
平
韻
城
・
霊
同
輩
な
ど
を
設
置
し
た
。
元
符
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
一
〇
九
八
）
に
は
大
挙
し
て
平
夏
城
に
攻
め
寄
せ
た
西
夏
軍
を
相
手
に
完
勝
し
、
宋
軍
の
優
勢
を
決
定
づ
け
た
。
そ
し
て
王
の
求
心
力
が
低

下
し
た
青
唐
に
対
し
て
は
、
王
謄
・
重
厚
（
王
詔
の
子
）
に
命
じ
て
青
磐
城
・
遡
川
な
ど
を
陥
落
さ
せ
て
青
唐
を
滅
ぼ
し
、
郵
州
・
甚
平
を
設

遣
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
徽
宗
即
位
直
前
に
お
け
る
西
北
方
面
の
戦
況
は
、
西
莞
人
の
激
し
い
抵
抗
に
あ
っ
て
統
治
に
苦
し
み
つ
つ
も
青
唐
を
直
接
占
領

下
に
遣
き
、
宋
側
が
華
墨
を
圧
熱
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
元
符
二
年
に
は
西
夏
か
ら
依
頼
を
受
け
た
遼
が
使
者
を
宋
に
派
遣
し
て
両
国

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
仲
介
に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
結
果
西
夏
の
崇
宗
は
初
め
て
宋
に
誓
表
を
奉
り
、
両
国
関
係
は
ひ
と
ま
ず
安
定
し
た
。

　
元
符
三
年
中
こ
○
○
）
に
欝
欝
が
即
位
し
、
向
太
后
の
垂
簾
聴
政
を
経
て
、
徽
宗
親
政
初
期
の
穏
健
派
政
権
に
な
る
と
、
宰
網
と
な
っ
た

韓
忠
彦
・
曽
布
は
前
代
の
積
極
政
策
を
見
直
し
た
。
特
に
実
効
支
配
が
團
難
に
な
っ
て
い
た
筆
工
・
豊
州
の
旧
青
唐
領
の
直
接
統
治
を
断
念
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

降
伏
し
て
い
た
王
族
の
朧
拶
に
趙
懐
徳
と
姓
名
を
賜
っ
て
知
濃
州
に
任
じ
、
間
接
統
治
に
切
り
替
え
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
崇
寧
元
年
（
＝
〇
二
）
五
月
、
藥
京
が
中
央
に
復
権
す
る
と
、
ま
ず
韓
・
雷
の
浬
州
放
棄
策
を
批
判
し
て
両
者
を
処
罰
す
る
一
方
、
自
ら

の
ス
タ
ッ
フ
（
講
重
着
検
討
窟
）
で
あ
っ
た
陶
節
夫
を
鋏
西
転
運
翻
使
と
し
、
石
黙
思
の
奪
還
を
狙
っ
て
来
々
し
た
西
夏
軍
を
退
け
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
ら
に
積
極
的
に
西
夏
に
内
降
の
誘
い
を
か
け
て
切
り
崩
し
を
謀
ら
せ
る
な
ど
、
こ
こ
に
西
北
政
策
は
、
藥
京
の
手
に
よ
っ
て
三
た
び
積
極
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
転
換
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
翌
年
に
は
王
厚
を
筆
墨
沿
辺
安
撫
司
公
事
、
童
貫
を
そ
の
監
製
と
し
て
煕
河
路
に
派
遣
し
、
六
月
に
濃
州
を
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

年
四
月
に
は
郵
州
・
廊
州
な
ど
旧
号
唐
領
全
域
を
再
び
制
圧
し
た
。
こ
の
間
奏
京
は
、
現
地
の
王
厚
が
そ
れ
ほ
ど
の
利
益
が
無
い
と
主
張
す
る
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崇寧五年正月の政変（藤本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

西
夏
の
仁
多
保
忠
を
あ
く
ま
で
も
こ
ち
ら
に
引
き
込
む
よ
う
強
要
し
て
い
る
。
ま
た
西
夏
が
宋
に
侵
攻
す
る
際
、
藥
京
・
義
母
が
国
政
を
璽
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
い
る
こ
と
を
責
め
る
轍
を
出
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
藥
京
は
、
知
枢
密
院
事
に
復
帰
し
て
い
た
察
下
と
と
も
に
、
か
な
り
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

的
に
対
西
夏
政
策
を
推
進
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
の
宋
の
大
攻
勢
に
対
し
西
夏
は
一
面
で
は
遼
に
救
援
を
求
め
つ
つ
、
一
面
で
は
自
ら
大
挙
し
て
浬
原
路
を
攻
撃
し
、
平
等
城
を
囲
ん
だ
。

そ
し
て
そ
の
ま
ま
鎮
戎
軍
・
累
計
に
ま
で
攻
め
込
ん
だ
が
、
結
局
宋
の
優
勢
は
覆
ら
ず
、
撤
退
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
蒙
京
の
西
北

政
策
・
戦
略
は
お
お
む
ね
成
功
し
て
い
た
。

　
だ
が
謡
講
四
年
（
＝
〇
五
）
に
入
る
と
、
こ
こ
ま
で
共
同
歩
調
を
と
っ
て
き
た
察
京
・
藥
下
兄
弟
に
亀
裂
が
生
じ
る
。
新
附
地
を
煽
え
た

天
河
欝
欝
路
（
煕
河
蘭
会
路
を
改
名
）
を
誰
に
任
ぜ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
公
園
は
官
需
の
名
を
挙
げ
た
が
、
察
下
は
こ
れ
に
強
硬
に
反
対
し
た
。

　
童
貫
を
以
て
煕
等
等
路
経
略
安
市
制
澱
使
と
為
す
。
是
よ
り
先
、
察
京
童
貫
を
以
て
帥
と
為
さ
ん
と
請
い
、
薬
下
之
れ
を
沮
止
す
る
も
、
京
密
か
に
請
う

　
こ
と
已
ま
ず
、
内
批
も
て
貫
を
煕
河
帥
兼
節
制
秦
鳳
に
除
す
。
欝
金
た
元
豊
の
李
憲
の
例
を
検
し
、
枢
密
と
同
に
呈
す
、
下
上
甫
に
お
い
て
色
を
作
し
て

　
陰
く
「
内
臣
の
帥
と
為
る
は
、
盛
世
の
事
に
あ
ら
ず
。
貴
臣
の
此
の
言
を
聞
け
ば
、
必
ず
喜
ば
ざ
ら
ん
。
然
れ
ど
も
朝
廷
の
事
体
は
惜
し
む
べ
し
。
」
上
曰

　
く
「
貫
の
笹
書
を
罷
む
べ
し
。
」
下
曰
く
「
此
く
の
若
く
ん
ば
甚
だ
善
し
。
」
木
退
り
、
京
執
致
呉
屠
厚
・
張
康
国
・
郵
淘
武
と
こ
れ
を
群
署
す
。
木
乃
ち

　
去
ら
ん
こ
と
を
求
め
、
命
じ
て
知
河
南
府
た
り
。
未
だ
潔
く
な
ら
ず
し
て
、
貫
を
煕
河
蘭
湿
・
秦
下
路
の
帥
に
除
す
。
（
『
編
年
備
要
轍
巻
二
七
・
崇
寧
四
年

　
春
正
月
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

藥
京
が
そ
の
与
党
を
使
っ
て
、
か
な
り
強
引
に
童
貫
の
人
事
を
強
行
し
て
お
り
、
寺
詣
は
知
河
南
府
に
左
遷
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に

至
っ
て
対
西
夏
戦
略
の
推
進
著
が
察
京
一
人
に
な
っ
た
こ
と
が
、
の
ち
の
政
変
に
つ
な
が
る
伏
線
と
も
な
っ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
重
大
な
闇
題
は
、
西
夏
の
度
重
な
る
救
援
筆
立
を
受
け
て
、
遼
が
こ
の
宋
・
夏
関
係
の
調
停
に
本
格
的
に
乗
り
出
し
て
き
た
こ
と
で

　
　
⑳

あ
っ
た
。
こ
れ
に
ど
う
対
処
す
る
か
、
そ
の
方
針
の
違
い
こ
そ
が
藥
京
と
徽
宗
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
溝
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
節
を
か

え
て
宋
遼
交
渉
の
過
程
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
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第
二
節
　
崇
寧
四
年
の
來
遼
交
渉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
崇
寧
四
年
す
な
わ
ち
遼
の
乾
統
五
年
正
欝
、
前
年
六
月
に
つ
づ
き
西
夏
の
救
援
要
請
を
受
け
た
遼
の
天
堂
帝
は
、
枢
密
直
学
士
高
端
礼
ら
を

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宋
に
派
遣
し
た
。
こ
の
使
節
が
雄
州
の
国
境
に
到
着
し
た
の
が
閏
二
月
で
、
宋
は
一
時
西
夏
と
の
戦
闘
停
止
を
命
じ
て
い
る
。
使
者
で
あ
る
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

端
礼
と
青
書
枢
密
院
（
事
）
蒲
魚
は
、
四
月
に
開
封
に
到
着
し
た
。
遼
は
「
帝
妹
」
が
西
夏
に
降
嫁
し
て
い
る
こ
と
を
口
実
に
、
西
夏
か
ら
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
土
地
を
西
夏
に
返
還
す
る
よ
う
求
め
た
。
確
か
に
同
年
閏
二
月
、
西
夏
の
念
願
で
あ
っ
た
遼
か
ら
の
公
主
降
嫁
が
実
現
し
て
い
た
。

　
戦
闘
を
一
時
停
止
し
て
い
た
宋
に
対
し
、
三
月
に
は
渓
除
羅
撤
を
中
心
と
す
る
青
唐
の
残
党
が
西
夏
と
結
ん
で
西
之
州
（
も
と
の
青
葱
城
、
郵

州
）
を
攻
撃
し
、
宣
威
城
で
迎
え
撃
っ
た
知
嚢
の
高
永
年
が
捕
殺
さ
れ
て
い
る
。
高
永
年
は
落
魚
と
と
も
に
青
唐
制
圧
戦
を
率
い
て
き
た
宿
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
り
、
そ
の
損
失
は
宋
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
同
月
、
宋
は
纏
延
路
方
面
で
西
夏
領
へ
の
侵
攻
を
再
開
し
、
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

州
を
獲
得
し
て
城
塞
を
築
い
て
い
る
。
ま
た
河
東
・
二
丁
の
寒
路
に
招
魂
司
を
設
置
し
、
さ
ら
な
る
西
夏
陣
営
の
切
り
崩
し
を
狙
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
前
線
で
小
競
り
合
い
が
続
く
一
方
、
五
月
置
開
封
で
は
、
霜
崩
へ
の
返
答
が
決
定
し
た
。
夏
着
は
遼
の
国
書
を
「
重
心
」
（
道

理
に
も
と
り
、
人
を
侮
る
も
の
）
と
し
、
甚
だ
峻
烈
な
下
汐
で
そ
の
返
答
を
自
ら
草
し
た
。
そ
の
内
容
は
ま
ず
西
夏
が
「
造
畢
講
命
」
つ
ま
り
宋

廷
に
朝
観
し
て
一
封
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
、
そ
の
上
で
は
じ
め
て
土
地
返
還
を
議
論
す
る
と
い
う
も
の
で
、
土
地
を
返
す
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ど
う
か
は
明
…
蕎
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
見
た
徽
宗
は
、

　
上
磁
く
「
夷
秋
は
与
較
す
る
に
足
ら
ず
、
当
に
務
め
て
上
将
し
、
継
妊
将
兵
し
、
生
霊
を
以
て
念
と
為
す
べ
し
。
聞
け
ば
新
三
主
は
多
く
不
道
を
行
い
、
国

　
人
こ
れ
を
怨
み
、
洪
基
〔
道
宗
〕
に
如
か
ず
。
若
し
其
の
慧
に
答
え
ざ
れ
ば
、
与
る
ら
く
は
遣
使
す
る
こ
と
未
だ
已
ま
ざ
ら
ん
。
今
築
く
所
の
鷲
関
・
銀
州

　
は
、
即
ち
是
れ
已
に
削
地
の
罪
を
正
す
こ
と
、
国
書
に
お
い
て
こ
れ
を
明
書
す
る
を
可
と
す
。
牝
虜
は
夏
人
に
お
け
る
や
唇
歯
相
い
依
れ
ば
、
亦
た
己
の
為

　
に
謀
り
、
特
だ
に
西
夏
の
為
の
故
の
み
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」
出
藍
会
要
』
蕃
夷
二
i
三
〇
・
崇
寧
四
年
五
月
十
一
日
条
）

宋
の
辺
将
が
薫
関
・
銀
州
の
地
を
奪
っ
た
罪
を
正
し
て
、
そ
れ
ら
を
遼
に
返
還
す
る
こ
と
を
明
記
し
、
譲
歩
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
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に
は
っ
き
り
と
入
朝
を
示
す
「
造
廷
」
と
い
う
文
署
を
使
わ
ず
、
戸
口
を
敲
く
と
い
う
意
味
の
「
拍
関
」
に
書
き
換
え
て
曖
昧
に
ぼ
か
す
こ
と

　
　
⑳

と
し
た
。
徽
宗
は
事
を
荒
立
て
な
い
た
め
に
譲
歩
す
る
よ
う
指
示
し
た
の
だ
。

　
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
返
書
を
も
た
ら
す
た
め
、
龍
図
書
熱
学
士
林
濾
を
遼
国
回
謝
使
に
、
客
省
使
高
縁
を
副
使
に
任
じ
、
遼
に
派
遣
す

　
　
　
　
　
　
⑪

る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
藥
京
が
動
き
を
見
せ
る
。

　
時
に
察
京
間
螺
を
啓
か
ん
と
欲
し
、
密
か
に
捲
を
喩
し
て
北
虜
の
怒
り
を
激
せ
し
む
。
（
一
十
朝
網
要
』
巻
十
六
・
乱
塾
四
年
五
月
壬
子
条
）

す
な
わ
ち
林
捻
に
対
し
、
遼
と
の
戦
端
を
開
く
た
め
、
わ
ざ
と
遼
帝
の
怒
り
を
買
う
よ
う
に
命
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
当
に
察
京
が
遼
と

の
三
吉
体
制
を
完
全
に
反
故
に
し
ょ
う
と
し
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
彼
が
徽
宗
の
宥
和
策
の
指
示
に
反
し
、
か
な
り
強
気
な
姿
勢
を
も
っ
て

遼
と
の
交
渉
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
指
令
を
受
け
た
林
搬
は
番
い
つ
け
通
り
、
遼
に
入
っ
た
後
も
傲
岸
な
態
度
を
と
り
続
け
た
。
天
罰
帝
の
面
前
で
は
、
宋
に
入
貢
せ
ず
に

侵
入
を
繰
り
返
す
西
夏
の
非
を
な
ら
し
、
「
ま
ず
遼
が
西
夏
に
態
度
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
書
い
放
っ
た
。
ま
た
「
侵
地
を
西
夏
に
返
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

せ
よ
と
意
う
の
で
あ
れ
ば
、
か
つ
て
遼
が
西
夏
か
ら
奪
っ
た
唐
隆
鎮
も
返
還
す
る
の
が
筋
で
あ
る
」
と
挑
戦
的
な
薄
葉
を
発
し
て
い
る
。
　
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
は
、
逆
に
西
夏
を
攻
撃
す
る
た
め
兵
を
貸
す
よ
う
要
請
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
斜
面
の
雷
動
に
遼
側
が
激
怒
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
林
癒
が
岩
館
に
泊
ま
っ
て
い
た
三
日
間
、
そ
の
飲
食
を
絶
た

　
　
　
　
纏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

せ
て
苦
し
め
、
天
柞
帯
は
あ
く
ま
で
林
捻
を
殺
さ
ん
と
し
た
が
、
門
在
廷
は
兆
璽
を
恐
れ
、
皆
泣
き
て
諌
止
」
し
た
、
と
言
わ
れ
る
。
幾
分
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
誇
張
な
い
し
は
説
伝
が
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
林
濾
は
自
ら
の
身
の
危
険
を
も
か
え
り
み
ず
察
京
の
指
令
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
に
よ
っ
て
宋
遼
交
渉
は
に
わ
か
に
緊
追
の
度
合
い
を
高
め
た
。
林
濾
の
帰
国
時
、
通
例
贈
ら
れ
る
は
ず
の
贈
答
品
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
。

帰
国
後
、
宋
は
遼
主
を
怒
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
で
林
濾
を
礼
部
尚
書
と
し
た
が
、
遼
が
そ
の
無
礼
の
有
様
を
知
ら
せ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
知
頴

　
　
　
　
⑫

州
に
疑
し
た
。

　
六
月
、
西
夏
は
遼
に
使
節
を
派
遣
し
、
謝
礼
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宋
使
が
遼
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
遼
の
仲
介
が
う
ま
く
い
っ
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⑬

た
と
早
合
点
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
上
記
の
通
り
交
渉
は
頓
挫
し
か
か
っ
て
お
り
、
の
ち
十
二
月
、
再
び
西
夏
は
使
者
を
遼
に
遣
わ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

休
戦
の
斡
旋
を
再
度
請
願
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
八
月
、
林
櫨
の
態
度
に
辟
易
し
た
遼
は
、
彼
が
開
封
に
帰
り
着
く
の
を
待
つ
こ
と
な
く
、
異
例
で
は
あ
る
が
再
び
別
の
使
者
を
宋
に
派
遣
し

た
。
林
濾
の
よ
う
な
態
度
で
は
話
に
な
ら
ず
、
宋
の
本
心
が
那
辺
に
あ
る
の
か
確
認
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
受
け
て
宋
は
、
新
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

礼
部
侍
郎
劉
正
夫
を
北
朝
国
信
使
に
任
命
し
た
。
十
二
月
に
遼
に
到
着
し
た
劉
正
夫
は
、
「
議
す
る
こ
と
智
な
約
の
如
し
」
と
さ
れ
、
こ
の

「
約
」
と
は
五
月
の
時
点
で
鷲
良
ら
に
約
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
西
夏
の
「
拍
関
扁
を
条
件
に
土
地
返
還
に
応
ず
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
ろ

⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
。
今
圓
の
交
渉
は
順
調
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
復
命
し
た
劉
正
夫
を
徽
宗
が
「
こ
れ
を
嘉
し
、
遂
に
大
聖
の
意
有
り
」
と
い
う
。

　
導
通
四
年
の
二
度
の
宋
使
は
、
同
じ
宋
の
使
者
で
あ
り
な
が
ら
、
林
葬
は
藥
京
の
強
硬
論
に
従
い
、
劉
正
夫
は
煙
毒
の
宥
和
論
に
従
っ
た
、

全
く
違
う
使
者
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
徽
宗
の
宥
和
論
に
基
づ
い
て
外
交
方
針
が
決
定
さ
れ
た
の
だ
が
、
票
京
が
個
人
的
に
林
濾
を
使
っ
て
遼

と
緊
張
状
態
を
作
り
だ
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
宰
桐
と
は
い
え
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー
に
過
ぎ
る
。
そ
れ
が
発
覚
し
た
以
上
、
徽
宗
は
察
京

に
国
政
を
委
ね
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
発
生
し
た
の
が
、
翌
年
正
月
の
舞
々
騒
動
と
そ
の
後
の
政
変
で
あ
っ
た
。
こ
の

外
交
方
針
の
ズ
レ
と
と
政
変
の
聞
に
、
何
ら
か
の
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
も
、
続
く
崇
寧
五
年
の

宋
遼
交
渉
の
過
程
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
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第
三
節
　
崇
寧
五
年
の
宋
遼
交
渉

　
年
が
明
け
て
宋
の
崇
寧
五
年
、
遼
の
乾
統
六
年
（
一
一
〇
六
）
、
遼
は
改
め
て
使
者
を
派
遣
す
る
が
、
そ
れ
は
豊
北
院
枢
密
使
事
蒲
得
単
球
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

知
南
院
枢
密
使
上
塗
温
箭
で
、
と
も
に
宰
相
の
肩
書
き
を
有
し
て
い
た
。
副
使
の
牛
温
斜
は
か
つ
て
哲
宗
の
賀
登
食
逸
副
使
と
し
て
宋
に
来
た

　
　
　
　
⑪

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
匿
的
は
あ
く
ま
で
も
前
年
の
和
約
を
再
度
確
認
し
、
宋
に
西
夏
と
の
和
議
を
結
ば
せ
、
土
地
の
返
還
を
約
束
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
⑫

で
あ
っ
た
。
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三
月
、
開
封
に
到
着
し
た
薫
得
墨
底
・
牛
温
斜
ら
の
態
度
に
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
宋
の
方
針
に
対
す
る
い
ら
だ
ち
、
不
僑
が
見
て
取
れ
る
。

彼
ら
は
心
事
へ
の
朝
見
の
儀
式
に
お
い
て
、
起
居
の
礼
が
終
わ
っ
て
も
退
か
ず
、
徽
宗
に
対
し
直
接
面
奏
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
徽
宗
は
こ

れ
を
許
可
し
て
上
殿
さ
せ
、
「
先
朝
．
彊
を
画
せ
ば
、
更
に
復
た
議
せ
ず
」
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
西
夏
が
入
朝
す
れ
ば
、
哲
宗
二
兀
符
二
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

結
ん
だ
領
土
画
定
を
尊
重
し
て
、
そ
の
後
に
得
た
土
地
は
返
還
す
る
と
い
う
外
交
方
針
を
改
め
て
遼
使
に
磁
接
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

前
年
か
ら
一
貫
し
た
徽
宗
の
考
え
で
あ
り
、
宥
和
策
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
遼
側
の
不
信
感
は
ぬ
ぐ
い
が
た
く
、

　
宋
既
に
〔
西
夏
へ
の
譲
歩
を
〕
許
し
、
有
無
逸
書
を
受
く
る
の
日
、
乃
ち
耀
え
ら
く
「
始
め
て
命
を
奉
じ
要
約
を
取
り
て
帰
る
に
、
書
辞
を
見
ず
し
て
、

　
量
に
敢
え
て
徒
ら
に
還
ら
ん
や
し
と
。
遂
に
宋
主
に
対
し
て
函
を
発
き
て
読
む
。
既
に
還
り
て
、
朝
議
是
と
為
す
。
（
『
遼
史
』
巻
一
〇
〇
・
瀟
得
里
底
伝
）

遼
使
は
宋
を
辞
去
す
る
臼
、
国
書
を
受
け
取
っ
た
が
、
徽
宗
の
限
前
で
国
書
の
箱
を
開
き
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
と
い
う
、
礼
儀
的
に
お
よ

そ
あ
り
え
な
い
行
動
に
ま
で
出
て
い
る
。
さ
ら
に
徽
宗
も
臨
御
す
る
宴
の
席
に
お
い
て
、
座
興
の
た
め
に
来
て
い
た
俳
優
が
「
土
少
な
け
れ
ば

和
す
能
わ
ず
」
と
下
っ
た
と
き
、
平
温
斜
は
や
お
ら
立
ち
上
が
っ
て
「
臣
は
天
子
の
本
命
を
奉
じ
て
来
た
り
て
和
さ
ん
と
す
。
も
し
従
わ
れ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ん
ば
則
ち
巻
土
製
去
せ
ん
」
と
言
い
、
遼
に
よ
る
武
力
介
入
も
辞
さ
な
い
と
い
う
強
硬
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
使
節
派
遣
と
同
時
に
遼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩

は
軍
を
国
境
付
近
に
動
か
し
て
お
り
、
隠
然
た
る
示
威
行
動
を
取
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
哲
宗
朝
來
期
に
も
西
夏
問
題
に
つ
い
て
遼
か
ら
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
き
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
是
よ
り
先
、
遼
鐙
革
昭
彦
接
伴
の
劉
蓬
に
謂
い
て
響
く
「
北
朝
の
汎
使
を
遣
わ
す
は
、
只
だ
覇
人
の
煎
撫
せ
る
が
為
、
住
む
を
得
ざ
る
な
り
。
若
し
爾
朝

　
欄
い
瀬
う
を
肯
ん
ず
れ
ば
、
甚
だ
善
し
。
」
（
畷
長
編
臨
巻
五
〇
五
・
元
符
二
年
正
月
条
）

西
夏
に
せ
っ
つ
か
れ
て
や
む
な
く
仲
介
し
た
も
の
で
、
面
子
を
立
て
れ
ば
そ
れ
で
良
し
、
と
い
う
風
な
気
分
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
比
し
て

今
國
の
遼
使
は
、
遼
自
体
が
本
腰
を
入
れ
た
、
か
な
り
高
圧
的
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
前
年
に
お
け
る
林
櫨
の
態
度
こ
そ
が
か
か
る
事
態
を
誘

引
し
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
そ
の
た
め
遼
使
は
、
し
き
り
に
徽
宗
本
人
の
言
葉
を
求
め
た
。
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こ
の
と
き
す
で
に
政
変
を
経
て
、
二
月
に
は
名
実
共
に
察
京
は
失
脚
し
て
お
り
、
趙
挺
之
が
唯
一
の
宰
相
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
出
京

与
党
の
執
政
で
あ
る
張
康
国
・
呉
居
厚
・
偏
執
中
・
郵
淘
武
ら
は
、
す
わ
戦
端
を
開
く
べ
し
と
騒
い
で
い
る
。
そ
の
中
で
趙
挺
之
は
ひ
と
り

　
　
「
吾
観
る
に
虜
の
辞
は
甚
だ
遜
り
、
且
つ
一
稲
臣
を
遣
わ
し
て
使
と
為
さ
し
む
る
は
、
乃
ち
諸
国
を
尊
ぶ
所
以
な
り
。
況
や
求
む
る
所
は
但
だ
元
符
講
和
已

　
後
侵
せ
し
所
の
西
界
の
地
を
云
う
の
み
。
」
（
『
編
年
備
要
扇
巻
二
七
・
崇
寧
五
年
三
月
）

と
述
べ
、
崇
寧
以
来
の
獲
得
地
を
西
夏
に
返
す
だ
け
な
の
だ
か
ら
、
全
く
譲
歩
し
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
徽
宗
の
「
先
帝
已
画

封
彊
、
今
不
復
議
。
」
と
い
う
姿
勢
に
一
致
し
た
発
言
で
あ
っ
た
。
前
年
の
察
京
と
は
相
反
す
る
意
見
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
の
趙
挺
之
が
当
時
の
宰
執
集
団
内
に
お
い
て
孤
軍
奮
闘
し
て
い
た
こ
と
は
次
の
史
料
か
ら
も
分
か
る
。

　
　
（
藥
）
上
相
を
免
ぜ
ら
れ
、
（
趙
）
挺
之
復
た
右
苦
界
と
為
る
。
始
め
京
崇
寧
初
に
在
り
、
難
ず
辺
事
を
興
し
、
兵
を
用
う
る
こ
と
連
年
に
し
て
、
　
…
目

　
と
し
て
息
ま
ず
。
徽
宗
臨
朝
し
、
輔
臣
に
諭
し
て
田
く
「
朝
門
鑑
秋
と
隙
を
生
ず
べ
か
ら
ず
。
螺
端
一
た
び
懸
け
ば
、
兵
は
連
な
り
禍
は
結
び
、
生
民
の

　
書
聖
の
接
地
す
る
は
、
豊
に
人
鴛
愛
民
の
慧
な
ら
ん
や
。
一
挺
之
退
き
て
同
列
に
語
り
て
田
く
マ
玉
上
の
志
は
民
を
愛
し
み
兵
を
息
む
に
在
り
、
吾
輩
義
と

　
し
て
当
に
将
順
す
べ
し
。
一
時
に
執
政
皆
な
京
の
党
、
但
だ
唯
だ
笑
う
の
み
。
（
『
東
都
事
略
駄
巻
一
〇
一
一
・
趙
挺
総
社
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

属
託
の
宥
和
策
に
同
調
す
る
趙
挺
之
に
対
し
、
藥
京
与
党
が
向
け
る
視
線
の
冷
た
さ
は
想
像
に
余
り
あ
る
。
史
料
中
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
趙
出
線
に
と
っ
て
は
わ
ず
か
に
劉
蓬
の
み
が
宰
執
集
団
の
中
で
唯
一
の
味
方
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
両
者
の
主
導
に
よ
り
、
銀
州
・
威
徳
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
廃
し
て
銀
川
城
・
石
蟹
纂
に
格
下
げ
す
る
な
ど
、
和
議
に
向
け
た
条
件
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
前
線
で
は
経
略
安
平
下
歯
貫
が

劉
法
に
西
夏
領
を
攻
め
さ
せ
て
お
り
、
和
議
に
反
対
す
る
動
き
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
徽
宗
・
漏
壷
之
・
劉
逡
の
み
が
宥
和
策
を
堅
持

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
対
遼
交
渉
が
か
な
り
き
わ
ど
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
七
月
、
西
夏
か
ら
の
使
者
が
訪
れ
、
奉
表
謝
罪
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
宋
の
衝
目
は
保
た
れ
、
和
議
の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
。
こ
の
と

き
西
夏
の
表
文
は
極
め
て
恭
順
的
な
も
の
で
あ
り
、
宋
は
崇
寧
以
来
に
奪
っ
た
土
地
を
返
還
す
る
こ
と
を
返
答
し
た
。
そ
こ
に
は
「
北
朝
が
遣

熱
し
た
た
め
、
和
解
す
る
」
と
の
文
書
が
入
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
は
知
枢
密
院
事
張
康
国
が
難
色
を
示
し
た
が
、
徽
宗
が
「
こ
の
文
一
蕎
が
無
げ
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崇寧五年正月の政変（藤本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
ば
遼
が
納
得
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
趙
挺
之
も
そ
れ
に
賛
意
を
示
し
た
た
め
、
明
記
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
岡
月
、
件
の
西
寧
・
浬
・
郭
三
州
の
城
纂
主
簿
を
廃
し
、
謡
講
返
還
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
　
方
、
実
際
の
返
還
は
西
夏
か
ら
の
誓
表
が
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
の
を
待
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
西
夏
側
は
、
こ
れ
ま
で
誓
表
に
は
画
定
し
た
地
界
が
明
記
さ
れ
て
き
た
故
事
か
ら
、
そ

の
確
約
が
無
い
ま
ま
で
滋
藤
を
提
出
す
る
こ
と
を
霞
ん
だ
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
以
降
、
誓
表
・
誓
詔
の
交
換
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
史
料
上

確
認
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
一
方
、
宋
は
遼
に
対
し
て
十
月
、
劉
正
夫
と
曹
穆
を
派
遣
し
、
「
西
夏
と
講
和
し
た
偏
と
報
告
し
て
い
る
。
前
年
と
同
じ
く
劉
正
夫
が
使
者

に
選
ば
れ
た
の
は
、
薫
陸
と
違
っ
て
正
し
く
重
池
の
意
思
を
伝
え
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
彼
は
政
変
後
の
中
書
侍
郎
劉
蓬

　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
睨
懇
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
遼
か
ら
厳
し
い
態
度
で
臨
ま
れ
た
も
の
の
、
量
器
五
年
正
月
の
政
変
以
降
は
徽
宗
・
趙
挺
之
・
劉
逡
が
宥
和
策
を
以
て
交

渉
し
た
こ
と
で
、
緊
迫
し
た
情
勢
を
回
避
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
っ
た
。
結
局
、
西
夏
は
翌
・
大
観
元
年
（
＝
〇
七
）
に
初
め
て
宋
に
入

朝
し
て
い
る
。

　
思
え
ば
即
身
之
は
か
つ
て
崇
寧
四
年
四
月
、
察
京
の
草
し
た
苛
烈
な
文
書
を
七
宗
が
宥
和
策
に
よ
っ
て
改
め
さ
せ
た
と
き
、
門
陛
下
の
信
は

所
謂
る
『
大
を
以
て
小
に
事
え
て
、
天
を
楽
し
み
天
下
を
保
ん
ず
る
』
者
な
り
。
」
と
『
孟
子
』
風
立
王
章
句
下
を
引
用
し
て
こ
の
方
針
に
賛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

意
を
示
し
た
の
が
趙
挺
之
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
当
初
か
ら
察
京
の
西
北
戦
略
に
反
対
の
意
を
表
し
て
お
り
、

　
趙
挺
之
田
く
「
節
夫
の
猴
戻
評
す
る
も
の
無
し
、
専
ら
下
京
の
用
と
為
る
。
若
し
節
夫
を
し
て
鄭
延
に
在
ら
し
む
れ
ば
、
必
ず
百
端
を
須
め
て
沮
抑
し
、
西

　
人
の
由
っ
て
如
関
講
命
ず
る
こ
と
無
か
ら
ん
。
扁
（
『
編
年
備
要
鰍
巻
二
七
・
崇
寧
四
年
六
月
）

と
西
夏
と
の
講
和
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
障
害
と
な
る
藥
京
派
の
陶
節
夫
を
罷
免
す
る
よ
う
徽
宗
に
勧
め
て
い
る
。
そ
の
外
交
方
針
は
一
貫
し

て
倉
皇
の
方
針
と
一
致
し
、
察
京
の
そ
れ
と
は
権
反
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
頭
位
は
、
自
ら
の
宥
和
策
を
実
行
し
う
る
者
と
し
て
、

宰
相
に
趙
挺
之
を
選
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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①
近
年
こ
れ
を
漉
淵
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
漉
淵
体
制
と
呼
称
す
る
研
究
が
あ
る
。

　
杉
由
正
明
槻
中
国
の
歴
史
』
第
八
巻
「
疾
駆
す
る
草
原
の
征
服
者
　
遼
西
夏
金

　
元
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
、
古
松
崇
志
「
契
丹
・
宋
間
の
難
中
体
制
に
お
け

　
る
国
境
」
（
欄
史
林
隔
九
〇
1
一
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

②
青
唐
族
に
つ
い
て
は
、
謹
啓
源
『
喚
厩
曙
一
常
代
蔵
族
政
権
臨
（
青
海
人
民

　
出
版
社
、
…
九
八
八
年
）
、
劉
建
麗
糊
宋
代
西
北
吐
蕃
研
究
隔
（
甘
粛
文
化
出
版
社
、

　
一
九
九
八
年
）
を
、
宋
代
に
お
け
る
預
域
と
の
交
易
経
営
に
つ
い
て
は
、
前
田
正

　
名
『
河
預
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
参
照
。

③
榎
一
雄
讐
王
紹
の
熈
湾
路
経
略
に
就
い
て
」
（
『
榎
…
雄
著
作
集
』
第
七
巻
・
中

　
国
史
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

④
　
中
島
敏
「
西
砂
族
を
め
ぐ
る
宋
夏
の
抗
争
扁
、
門
洒
夏
に
お
け
る
政
局
の
推
移
と

　
文
化
」
（
門
東
洋
史
学
論
集
一
門
代
史
研
究
と
そ
の
周
辺
恥
汲
古
書
院
、
…
九
八

　
八
年
）
、
鈴
木
隆
一
門
青
唐
阿
里
骨
政
権
の
成
立
と
契
丹
公
主
扁
（
『
史
滴
漏
四
、

　
一
九
八
三
年
）
参
照
。

⑤
以
上
、
宋
初
か
ら
元
祐
期
に
お
け
る
宋
・
西
夏
澗
の
羅
境
間
取
に
つ
い
て
は
、

　
金
成
奮
糊
朱
代
の
西
北
問
題
と
異
民
族
政
策
鰍
（
書
屋
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
、
李

　
華
瑞
『
宋
夏
関
係
史
臨
（
河
北
人
民
轟
版
社
、
…
九
九
八
年
）
参
照
。

⑥
『
長
編
』
巻
翫
Ω
干
元
符
元
年
十
月
己
卯
条
。

⑦
哩
三
会
要
』
蕃
夷
二
一
二
九
・
元
符
二
年
三
月
十
ニ
下
条
。
こ
の
死
符
二
年
に

　
お
け
る
遼
宋
交
渉
に
つ
い
て
は
、
毛
利
英
介
コ
〇
九
九
年
に
お
け
る
重
刑
元
符

　
和
議
と
遼
宋
事
前
交
渉
i
遼
宋
並
存
期
に
お
け
る
国
際
秩
序
の
研
究
」
（
糊
東
方

　
学
報
』
八
二
、
二
〇
〇
八
年
）
が
詳
し
く
論
じ
て
お
り
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。

⑧
『
全
集
詔
令
集
』
巻
；
三
二
・
四
苦
・
「
答
図
録
詔
」
（
元
符
二
年
十
二
月
壬
寅
）
。

⑨
『
朱
史
』
巻
…
九
・
徽
宗
本
紀
・
建
中
野
蟹
兀
年
三
千
丁
丑
条
。

⑩
咽
宋
史
冊
巻
一
九
・
脚
長
本
紀
・
藩
中
靖
国
兀
年
十
二
月
癸
丑
条
。

⑪
　
噸
宋
史
隔
巻
三
嗣
八
・
陶
節
央
伝
。
同
蒔
に
邪
恕
を
鄭
延
経
略
安
撫
育
、
次
い

　
で
留
原
路
に
移
し
、
闘
夏
経
略
に
当
た
ら
せ
た
が
、
漕
運
使
李
復
に
そ
の
計
圃
の

　
杜
撰
さ
を
指
弾
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
徽
宗
も
そ
れ
に
粟
野
し
た
が
、
藥
京
は

　
あ
く
ま
で
も
彼
の
起
屠
を
強
行
し
た
。
こ
こ
に
も
藥
京
の
積
極
性
が
見
て
取
れ
る

　
（
『
宋
史
』
巻
四
七
…
・
姦
臣
伝
・
被
爆
松
）
。

⑫
『
長
編
紀
事
本
末
漏
巻
…
三
九
門
収
復
濾
州
縣
。

⑬
『
長
編
監
事
本
末
』
巻
｝
四
〇
門
収
復
習
廊
弼
扁
。

⑭
『
全
史
』
二
四
八
六
・
夏
麟
伝
下
。

⑮
『
編
年
備
要
』
巻
二
七
・
崇
寧
三
年
九
月
条
。

⑯
　
『
宋
史
』
巻
二
一
一
丁
宰
輔
表
三
・
崇
寧
元
年
十
月
戊
寅
。

⑰
　
崇
寧
二
年
の
雌
蕊
収
復
の
恩
賞
と
し
て
、
「
進
藥
京
官
三
等
、
票
零
以
下
二
等
偏

　
（
『
朱
史
隔
巻
一
九
・
徽
宗
本
紀
・
七
月
辛
巳
条
）
と
さ
れ
る
の
も
、
今
測
の
計

　
画
が
両
者
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
転

　
運
罐
使
陶
節
夫
も
門
節
夫
在
延
安
日
久
、
下
京
・
張
康
国
従
申
助
之
、
歯
噛
京
意

　
燈
拘
。
」
（
『
宋
史
渦
巻
下
草
八
・
陶
節
夫
伝
）
と
番
う
。

⑱
薄
夏
は
遼
に
し
き
り
に
公
曳
の
降
嫁
を
纐
い
、
再
造
福
・
田
若
水
を
派
遣
し
て

　
救
援
を
求
め
て
い
る
（
『
遼
史
』
巻
二
七
・
天
酢
本
紀
・
崇
寧
元
年
六
月
丙
午
、

　
豊
門
丹
壬
子
、
二
年
六
臼
ね
辛
酒
、
十
日
月
庚
｛
甲
、
三
年
六
日
〃
甲
宙
ハ
）
。

⑲
四
宋
史
』
巻
　
九
・
徽
宗
本
紀
・
朝
露
三
年
十
月
戊
午
条
。

㊧
　
旧
青
麿
領
制
圧
戦
に
際
し
、
繋
木
は
王
厚
・
高
永
年
を
将
軍
に
推
薦
し
た

　
（
『
宋
史
撫
巻
四
七
一
∵
姦
臣
伝
・
総
山
卜
伝
）
。
一
方
で
察
京
が
勧
め
る
堂
貫
が
鑑

　
軍
と
な
っ
た
の
は
、
神
樹
朝
の
富
窟
李
憲
の
故
事
に
則
っ
た
も
の
と
い
う
（
『
宋

　
史
』
巻
四
六
八
・
痙
者
伝
・
童
貰
伝
）
。

⑳
　
宋
・
遼
間
の
使
節
派
遣
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
購
崇
峻
「
宋
遼
交
無
考
」
（
『
朱

　
史
叢
考
』
下
燃
、
中
華
書
局
、
一
九
八
○
年
。
初
孫
は
…
九
四
〇
年
）
を
参
照
。

⑫
　
隅
遼
史
』
巻
…
…
七
・
芙
酢
本
紀
・
乾
統
四
年
六
月
嗣
平
門
夏
国
遣
李
造
福
、
田

　
若
水
誤
算
。
」
、
騰
丁
霊
巻
・
乾
統
五
年
正
月
乙
亥
「
夏
国
譲
李
掌
編
等
来
求
援
、

　
鋸
盤
伐
朱
。
」

㊧
　
『
遼
史
撫
巻
一
…
七
・
天
酢
本
紀
・
乾
鱈
胤
年
正
月
明
酉
条
。
な
お
高
端
礼
は
か
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つ
て
元
糖
七
年
の
賀
正
旦
副
使
と
し
て
宋
に
来
て
い
る
（
『
長
編
臨
巻
帯
六
八
・

　
一
兀
昴
伽
山
ハ
年
－
T
二
月
己
卯
条
）
。

⑳
　
　
『
十
朝
綱
…
要
隔
巻
…
山
ハ
・
陶
管
出
撃
陽
年
閏
二
月
癸
酋
回
条
。

⑳
　
槻
宋
史
撫
巻
二
〇
・
徽
宗
本
紀
・
崇
寧
四
年
四
月
辛
三
条
。
彼
ら
の
所
持
す
る

　
窟
は
元
肥
二
年
の
使
番
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
見
て
瀦
良
が
正
使
、
高
端
礼

　
が
副
使
で
あ
っ
た
ろ
う
。

⑳
　
『
編
年
備
要
』
巻
二
七
・
崇
寧
日
年
一
月
条
。

⑳
　
『
遼
史
』
巻
二
七
・
天
酢
本
紀
で
は
、
三
月
壬
申
に
族
女
の
南
仙
を
成
安
公
童

　
と
し
て
糊
夏
に
賜
っ
た
、
と
す
る
が
、
閏
二
月
の
誤
り
だ
と
い
う
。
韓
蔭
晟
編

　
『
党
素
踊
西
夏
資
料
匿
編
』
（
寧
夏
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
無
病
第
六
珊
、

　
五
七
八
八
頁
参
照
。

⑳
　

『
十
朝
纏
一
幕
裁
巻
一
山
脚
・
墨
ホ
寧
細
年
一
二
臼
月
立
ゐ
木
条
。

⑳
　
徽
宗
は
高
永
年
の
死
に
激
怒
し
、
関
係
す
る
劉
仲
武
ら
十
八
人
を
親
書
（
お
そ

　
ら
く
御
簗
手
締
）
に
よ
っ
て
処
罰
し
よ
う
と
し
た
が
、
派
遣
し
た
侯
蒙
の
諌
書
に

　
よ
り
思
い
と
ど
ま
っ
た
（
嗣
宋
史
㎞
巻
三
五
］
・
侯
蒙
伝
）
。

⑳
　
㎎
宋
史
』
巻
二
〇
・
徽
宗
本
紀
・
崇
寧
陽
年
三
月
戊
午
条
、
『
長
編
紀
事
本
末
隔

　
巻
～
四
〇
門
蝋
燭
銀
州
」
。
ま
た
韓
世
忠
は
こ
の
銀
州
戦
に
一
兵
卒
と
し
て
参
加

　
し
活
躍
し
て
い
る
。
欄
宋
史
馳
巻
三
六
闘
・
韓
世
忠
伝
参
照
。

⑳
　

『
十
導
爆
…
要
隔
巻
｝
山
程
・
碍
田
浦
Ψ
四
年
㎜
岡
一
奮
月
「
巳
巳
…
朔
条
。

⑫
　
噸
編
年
手
署
一
巻
二
七
・
崇
寧
四
年
四
月
条
、
『
三
朝
綱
要
』
巻
十
六
・
崇
寧
四

　
年
玉
月
忌
未
条
。

⑳
　
　
『
鱒
欄
踏
臼
備
要
』
巻
…
一
♪
］
・
患
ホ
欝
丁
四
年
鋤
日
月
条
、
　
『
」
丁
翻
朝
叩
網
要
隔
巻
…
ふ
ハ
・
…
宗
密
剛
m
悶

　
年
五
月
丁
来
条
。

⑭
　
『
十
朝
霞
…
要
駈
巻
一
六
・
崇
寧
四
年
五
月
壬
子
条
。
た
だ
『
遼
史
』
巻
二
七
・

　
天
緯
本
紀
・
乾
統
五
年
五
月
壬
子
条
に
は
「
宋
遣
蕾
孝
広
、
王
俄
帰
郷
。
」
と
あ

　
り
、
使
者
が
違
っ
て
い
る
。
蛍
孝
広
は
騨
宋
会
要
誌
職
官
六
八
一
＝
・
崇
寧
四

　
年
門
十
一
月
十
二
日
、
天
喜
腸
待
制
曽
孝
広
降
…
官
、
二
百
、
与
小
郡
知
州
。
以

　
充
泥
使
北
朝
国
信
使
、
来
世
語
録
隠
漏
、
及
与
三
節
人
従
黒
衣
尊
見
接
坐
等
罪
故

　
也
。
」
と
書
わ
れ
、
麟
信
使
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

⑳
　
『
編
年
備
要
無
巻
二
七
・
黒
熱
照
年
五
月
条
。

⑳
　
『
東
都
事
略
記
巻
一
〇
二
・
林
濾
伝
。

⑳
　

『
文
献
冊
逓
考
一
巻
｝
二
四
∴
ハ
・
嗣
親
綱
考
・
晶
契
丹
下
「
怨
ホ
寧
中
、
朝
…
廷
討
而
H
夏
、
　
夏

　
人
求
救
於
遼
、
遼
遣
使
来
、
藥
京
為
相
、
喩
度
所
以
来
之
意
、
議
先
遭
使
往
乞
師
、

　
以
塞
其
請
。
延
穂
得
乞
師
之
書
、
怒
田
『
我
本
癖
人
往
南
朝
欄
解
、
今
番
来
借
兵
、

　
用
相
器
爾
。
』
扁

鐙
　
㎎
宋
史
一
巻
三
五
一
・
林
捲
伝
。

⑲
　
藥
燦
槻
鉄
囲
山
叢
談
駈
巻
三
「
及
我
使
二
軸
、
則
亦
有
識
門
吏
来
、
催
説
儀
而

　
巴
、
不
必
穰
而
見
。
櫨
時
奉
使
至
北
、
而
北
主
已
驕
縦
、
則
必
欲
令
孫
亦
醤
其
儀

　
也
、
濾
不
従
。
因
力
強
、
不
可
。
於
是
大
怒
、
絶
唱
与
飲
食
。
我
錐
汲
、
亦
為
牝

　
以
不
潔
汚
其
井
。
一
旦
、
又
磁
兵
刃
擁
濾
繊
、
従
者
泣
、
濾
亦
不
為
動
。
既
出
即

　
郊
野
、
乃
視
櫨
以
虎
圏
、
命
観
支
点
已
、
且
謂
『
何
如
。
㎏
濾
睡
気
視
之
、
議

　
『
此
特
吾
南
朝
之
狗
爾
。
二
足
畏
人
。
匝
北
素
諜
狗
呼
、
聞
之
気
灘
。
濾
寛
不
屈

　
還
。
」

　
　
ま
た
洪
皓
魍
松
漠
記
聞
』
に
は
「
初
、
大
観
中
、
本
朝
遣
林
濾
使
遼
、
遼
人
命

　
習
儀
、
濾
悪
其
屑
屑
、
以
蕃
狗
誠
伴
使
。
天
中
日
噸
大
鳥
兄
弟
之
邦
、
臣
著
隠
也
。

　
今
辱
吾
左
省
、
薫
製
我
詞
。
臨
欲
致
之
死
、
廷
臣
恐
挑
螺
、
皆
力
士
之
、
脚
半
百

　
購
釈
之
。
」
と
あ
る
（
「
大
観
年
間
」
は
崇
寧
四
年
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）
。
林
濾
が

　
遼
で
一
悶
着
を
起
こ
し
た
と
い
う
記
憶
が
多
く
の
人
々
の
中
に
あ
っ
た
傍
証
と
な

　
る
。
た
だ
し
林
櫨
が
叢
記
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
と
は
思
え
な
い
。

⑳
　
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
林
濾
は
帰
国
後
…
隠
失
脚
す
る
が
、
大
観
元
年
（
｝

　
一
〇
七
）
察
京
が
復
権
す
る
と
す
ぐ
に
開
封
歩
と
し
て
呼
び
戻
さ
れ
、
同
年
中
に

　
は
尚
轡
左
丞
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
働
き
に
餌
壷
が
報
い
た
も
の

　
だ
ろ
う
。

⑳
　
同
年
七
月
、
淵
封
の
東
西
南
北
に
圏
輔
を
設
置
す
る
こ
と
に
し
た
の
も
、
遼
と
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の
緊
張
状
態
の
高
ま
り
に
対
応
し
た
首
都
防
衛
策
で
あ
り
、
史
轡
が
非
難
す
る
よ

　
う
に
単
な
る
ポ
ス
ト
増
設
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
『
宋
史
』
巻
一
…
○
・

　
徽
宗
本
紀
・
崇
寧
四
年
七
房
辛
畳
条
、
糊
長
編
落
第
本
末
紬
巻
一
二
八
「
四
輔
」
）
。

⑫
『
宋
史
』
巻
三
五
丁
躍
増
伝
。

⑬
　
『
書
史
駄
巻
二
七
・
天
酢
本
紀
・
六
月
甲
戒
条
。

⑭
　
噸
遼
史
節
巻
二
七
・
天
酢
本
紀
・
十
二
月
己
三
条
。
ま
た
趨
彦
衛
横
雲
麓
漫

　
抄
臨
巻
四
は
、
次
の
よ
う
に
欝
う
。
「
宣
政
賜
、
林
濾
奉
使
契
丹
、
国
中
新
為
碧

　
室
、
云
如
中
懸
之
明
堂
、
伴
稜
繋
令
日
『
白
玉
石
、
天
子
坐
碧
室
。
』
林
雄
日

　
噸
口
耳
王
、
塗
人
坐
明
笛
。
幅
伴
使
云
明
奉
使
不
識
字
、
只
有
口
耳
壬
、
却
無
口

　
耳
王
。
臨
林
詞
蔦
蔓
之
、
幾
辱
命
。
彼
之
大
臣
云
『
所
争
典
国
事
、
嶽
可
以
細
故

　
成
隙
。
隔
遂
備
朧
奏
上
、
朝
廷
…
蒔
為
之
降
黙
。
」

⑲
　
元
・
陳
樫
『
逓
鑑
続
編
』
巻
一
一
で
は
、
林
濾
は
崇
寧
鋤
年
十
一
月
に
帰
還
し
、

　
す
ぐ
黒
蟻
州
に
照
さ
れ
た
と
す
る
。

⑯
『
宋
会
要
臨
梅
宮
五
～
i
八
「
（
崇
寧
）
西
年
八
月
二
牽
八
日
、
承
議
郎
・
尚
轡

　
礼
部
侍
郎
劉
正
夫
仮
資
政
殿
学
士
・
大
中
大
夫
、
為
市
国
麺
信
使
。
以
林
濾
未
畢

　
弾
車
、
虜
継
遣
繍
帆
至
、
故
駅
け
臨
漫
。
篇
、
　
喫
十
落
網
…
設
置
巻
一
轟
ハ
・
田
宗
欝
丁
縢
年
八
n
月
、

　
『
宋
史
隔
巻
二
〇
・
徽
宗
本
紀
・
八
月
壬
辰
条
。

⑰
　
闘
遼
史
』
巻
二
七
・
天
女
本
紀
・
十
二
月
癸
凄
腕
に
は
「
宋
翻
訳
沫
来
議
与
夏

　
約
和
。
扁
と
あ
る
。
詩
嚢
晟
は
こ
れ
を
林
濾
の
誤
り
だ
と
し
て
い
る
が
、
時
間
的

　
に
考
え
て
不
自
然
で
あ
る
。
崇
寧
四
年
に
宋
に
来
た
遼
使
、
溝
良
・
高
端
礼
ら
は
、

　
正
月
丁
酉
（
二
八
臼
）
に
任
命
さ
れ
、
四
月
辛
未
（
四
日
）
に
開
封
に
到
着
し
て

　
お
り
、
そ
の
行
程
に
三
ケ
月
余
り
か
か
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
十
二
月
癸
酉

　
（
十
日
）
に
遼
に
到
着
す
る
宋
使
は
、
八
月
壬
辰
（
二
八
日
）
に
任
命
さ
れ
た
劉

　
正
夫
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
遼
属
下
は
入
物
を
取
り
違
え
た
上
、
名
も
闘
違
え
た

　
も
の
だ
ろ
う
。

⑱
）
『
編
年
備
要
幅
巻
二
七
・
崇
寧
四
年
八
月
条
。

⑲
　
前
漉
に
同
じ
。

⑳
　
　
隅
遼
史
』
巻
一
一
七
・
菰
山
鴬
本
綴
札
・
愚
策
ゐ
ハ
年
正
日
η
辛
悉
無
。

⑨
　
隅
長
編
糸
巻
一
二
六
一
・
元
豊
八
年
十
｝
月
詣
酉
条
。

⑫
　
国
境
の
雄
州
で
遼
使
を
出
遅
え
た
揚
応
詞
の
伝
に
、
「
復
遣
其
相
盛
鷺
保
先
、

　
牛
温
鋒
来
請
、
翻
応
駒
逆
干
境
。
既
至
、
帝
遣
間
所
以
来
、
施
諭
対
『
願
園
守
前

　
議
。
睡
と
あ
る
（
哩
宋
史
臨
巻
三
五
〇
）
。
た
だ
簾
得
黒
底
の
漢
名
は
蕗
奉
先
で
、

　
薫
轍
魚
は
そ
の
弟
と
さ
れ
て
お
り
（
搏
楽
燥
「
遼
史
複
文
挙
鰐
」
『
遼
史
叢
考
臨

　
中
華
書
局
、
一
九
八
騰
年
、
二
九
五
頁
）
、
史
料
に
錯
綜
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

　
る
。

＠
　
魍ゐ

P
耳
門
緻
W
要
撫
巻
一
山
ハ
・
瞬
宗
寧
五
年
慧
　
月
戊
申
条
。

⑭
　
『
帯
説
翫
巻
八
六
・
牛
温
婿
伝
。
『
続
資
治
通
鑑
隔
巻
八
九
・
崇
寧
五
年
一
…
月
条

　
の
隅
考
異
騒
は
、
あ
た
か
も
土
地
を
め
ぐ
っ
て
宋
・
遼
が
争
っ
て
い
る
か
の
よ
う

　
な
こ
の
科
白
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

⑲
　
『
編
年
備
饗
駈
巻
二
七
・
崇
寧
五
年
三
月
門
遼
使
来
。
契
丹
復
遣
淫
使
岡
平
章

　
事
篇
保
先
・
牛
十
二
来
為
夏
入
請
地
。
時
辺
報
称
北
虜
点
集
甚
急
、
酒
使
釜
館
、

　
入
情
淘
淘
。
」
『
宋
史
料
一
三
五
三
・
張
近
伝
門
遼
黒
蝿
夏
入
割
賦
、
而
宿
兵
以
臨

　
我
」
。
宋
側
は
管
師
仁
を
派
遣
し
、
辺
備
に
当
た
ら
せ
て
い
る
（
『
一
叢
圧
巻
三
五

　
一
・
管
師
仁
伝
）
。

⑳
　
灘
北
地
方
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
も
越
挺
之
と
張
康
簸
で
意
見
が
対
立
し
て
い

　
る
（
『
宋
史
』
巻
…
九
〇
・
兵
志
・
郷
兵
・
河
東
映
西
弓
箭
手
・
崇
寧
五
年
三
月

　
条
）
。

⑰
　
㎎
長
編
紀
事
本
末
臨
巻
一
四
〇
「
収
復
銀
飯
し
・
崇
寧
五
年
二
月
丙
寅
条
。

憩
　

㍗
す
朝
綱
要
華
墨
～
轟
ハ
・
患
爪
密
閉
五
聖
五
R
η
条
。

⑳
　
『
十
沖
網
要
』
巻
～
六
・
崇
寧
五
年
七
月
条
。

⑳
　
『
編
年
子
壷
㎞
巻
二
七
・
崇
寧
五
年
七
月
条
。

⑳
　
『
十
朝
綱
要
』
巻
…
六
・
崇
寧
五
年
七
月
丙
辰
条
。

⑫
　
当
時
の
和
議
成
立
に
は
、
誓
詔
と
誓
表
の
相
互
交
換
が
必
要
で
あ
っ
た
。
宋
と

　
西
夏
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
購
で
は
、
先
に
後
者
が
誓
表
を
出
し
、
後
に
宋
が
八
四
を
出
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す
原
鋼
が
あ
っ
た
。
前
掲
注
⑤
金
成
韮
書
　
七
頁
参
照
。

⑳
　
の
ち
に
西
夏
は
宋
が
領
地
返
還
を
履
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
遼
に
訴
え
て
お
り
、

　
実
際
の
返
還
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
四
遼
史
淵
巻
　
一
七
・
天
酢
本

　
紀
・
乾
統
九
年
（
大
観
三
年
、
＝
〇
九
年
）
三
月
戊
午
条
）
。

⑭
　
糊
遼
史
』
巻
二
七
・
天
維
本
紀
・
十
月
乙
亥
条
。
「
劉
正
符
」
と
あ
る
が
、
劉
蕉

　
央
の
誤
り
だ
ろ
う
。

⑳
　
隅
宋
史
葡
誉
三
五
一
・
劉
正
夫
伝
に
門
京
罷
、
蕉
半
群
与
郷
居
中
陰
援
京
。
京

　
憾
劉
蓬
鞍
骨
、
而
蓬
善
正
央
、
京
難
帯
芯
助
、
亦
悪
之
。
」
と
あ
る
。

趣
　
魍
宋
史
騙
毒
素
八
六
・
夏
蚕
無
下
。

⑰
　
噸
編
年
上
越
㎞
巻
二
七
・
崇
寧
四
年
四
月
条
。

お
　
わ
　
9
1
　
に

崇寧五年正月の政変（藤本）

　
以
上
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
言
え
る
。
ま
ず
徽
宗
初
年
に
お
け
る
藥
京
の
勢
力
は
、
す
で
に
哲
宗
朝
か
ら
形
成
し

て
い
た
向
点
盾
～
族
と
の
つ
な
が
り
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
太
后
の
垂
簾
聴
政
に
少
な
か
ら
ず
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の

向
太
后
の
政
治
的
立
場
も
、
こ
れ
ま
で
肯
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
旧
法
・
新
法
両
胴
の
中
道
路
線
で
は
な
か
っ
た
。

　
む
し
ろ
申
遊
路
線
を
と
っ
て
藩
法
穏
健
派
を
支
持
し
て
い
た
の
は
、
親
政
開
始
当
初
の
徽
宗
で
あ
り
、
熱
中
靖
国
元
年
の
曽
布
政
権
が
そ
れ

に
当
た
る
。
し
か
し
瞥
布
は
台
盤
を
巻
き
込
ん
で
李
清
臣
と
露
骨
な
政
権
争
い
を
演
じ
、
そ
の
政
策
実
行
能
力
に
疑
問
を
感
じ
た
徽
宗
は
、
次

第
に
そ
の
心
を
急
進
派
に
傾
け
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
薬
量
は
復
活
し
、
第
　
次
当
国
を
行
う
。
そ
の
間
、
宰
執
は
舷
燈
之
を
逐
っ
た
時
点
で

藥
京
が
完
金
に
掌
握
し
て
お
り
、
こ
れ
も
従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
御
筆
に
頼
る
積
極
的
意
義
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
崇
寧
五
年
正
月
に
突
然
政
変
が
発
生
し
、
世
心
政
権
は
瓦
解
す
る
。
そ
の
仕
掛
け
人
は
徽
宗
で
あ
り
、
外
交
方
針
を
め
ぐ
る
意
見
の

食
い
違
い
か
ら
来
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
も
宋
と
い
う
国
家
の
安
全
保
障
上
、
最
も
重
大
な
対
々
政
策
に
関
わ
る
も
の
で
、
そ
の
方
針
を
巡
っ

て
の
翻
酷
こ
そ
が
、
崇
寧
五
年
の
政
変
の
真
の
原
園
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
あ
と
に
宰
栢
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
か
ね
て
よ
り
徽
宗
と
外
交

方
針
が
合
致
し
て
い
た
趙
挺
之
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
密
宗
朝
末
期
に
お
け
る
対
置
政
策
や
女
真
と
の
海
上
盟
約
な
ど
は
関
心
を
集
め
て
き
た
が
、
そ
こ
に
つ
な
が
る
鰹
鳥
年
間
の
宋
遼

交
渉
に
つ
い
て
、
余
り
詳
し
く
語
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に
当
時
は
か
な
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り
の
緊
迫
状
態
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
さ
に
そ
の
さ
な
か
に
政
変
は
発
生
し
て
お
り
、
強
硬
派
の
察
京
を
外
し
て
遼
と
の
緊
張
状
態
を
避
け
る

こ
と
、
こ
れ
が
徽
宗
の
園
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
だ
が
対
訳
交
渉
が
無
事
に
収
ま
る
と
、
そ
の
処
理
の
た
め
の
趙
挺
之
政
権
は
わ
ず
か
一
年
足
ら
ず
で
山
朋
壊
し
、
察
京
の
第
二
次
当
国
期
が
始

ま
る
。
そ
の
復
権
は
娼
何
に
し
て
な
さ
れ
、
つ
づ
く
察
京
政
権
が
い
か
な
る
性
格
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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附
記
　
本
稿
は
第
三
四
圓
遷
代
史
研
究
会
夏
季
合
宿
（
二
〇
〇
八
年
八
月
十
九
醗
〉

で
の
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
置
土
ご
意
見
を
頂
い
た
先
生
方
に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
藩
　
非
常
勤
研
究
員
）



The　Political　Upheaval　of　the　First　Month　of　the　Fifth　Year　of　the

　　　　Chongrriikg　Era：　Tke　Confrontation　of　Huizong　and　Cai　Jing

　　　　　　　　　　　　　　　　　　over　Negotiations　with　Liao

by

FujlMOTo　Takeshi

　　Ernperor｝luizongそ毅宗asce薮ded　the　throne量n　the　third　year　of　the　Yuanfu　era

（1100），but毛he　power　behind　the　thyo籍e　was　the　Empress　Dowager）Gang向太后，　It

has　been　claimed　that　Xiang　used　both　the　New　Poticies　faction　and　the　opposing　Old

Policy　faction　in　equal　measuye，　charting　a　iniddle　course　between　the　two　parties　at

this　time．　However，　as　other　members　of　the　more　yadical　wing　of　the　New　Policies

faction　feil　one　after　another，　Empyess　Dowager　Xiang　centinued　to　support　Cai　Jing

察京who　thus　rema毎ed　at　the　center　of　power，　Cai　Jing　had　previously　bu廷t　up　a

personal　reiationship　with　the　family　of）Gang　d慮ng£he　reign　of　Emperor　Zhezong哲

；ge．　Empress　Dowager　Xiang　employed　Cai　Jing，　eunuchs，　and　rnaternal　relations　to

maintain　her　unoewcial　power．　Although　she　has　been　judged　as　not　having　been　very

aggtressively　involved　in　political　affairs，　she　was　in　fact　strongly　politically　motivated．

Given　the　continuous　opposition　from　the　censors　and　remonstrators，　ker　influence

decreased　precipitously　and　Cai　Jing　was　demoted．

　　Huizong　whose　rule　was　inaugurated　in翫e鉦st　year　of　the　Jianzhongii鍵gguo　era

（1101）　made　cleay　his　intention　of　both　carrying　on　the　policies　of　Emperor　Shenzong

神宗and　of　conducting　poli£ical　affaii’s　through　a　deliberate　melding　of　the　policies　of

the　New　Policies　and　Old　Poticy　factions．　However，　during　this　period　ZeRg　Bu　tw　Jkt7，

who　had　been　appoimed　grand　councilor，　was　consumed　by　a　constant　and　strident

peljtical　feud　w曲his　dva至Li　Qingchen李清臣，　and　Huizong　gradually　became

estranged　from　Zeng　Bu，　abandoned　the　midclle　course，　and　switched　to　the

impiementation　of　the　radica｝　policy　of　£he　New　Policies　faction．　He　se｝ected　Cai　Jing

to　carry　out　these　policies．　With　Huizong’s　support，　Cai　Jing　assumed　the　post　of

grand　councilor　and　created　the】luampou　dangy’i　inscriPtion元祷党籍碑in　order　to

remove　his　rivals　Zeng　Bu，　Zhao　Tingzhi関門之and　the　Yuanyou　faction．　Thereafter

he　forcefuily　implemeRted　the　ideas　of　the　New　Policies　faction．

　　Howevey，　with　the　appearance　of　a　comet　in　the　furst　month　of　the　fifth　year　of　the

Chongning　era　（1106），　which　was　seen　as　an　inauspicious　omen，　the　Cai　Jing

adrninistration　suddenly　coliapsed．　｝leretofore，　it　has　been　thought　that　Kuizong
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dismissed　Cai　Jing　without　reasonable　cause　and　reversed　poticy　out　of　fear

engendered　by　the　celestial　event．　Howevey，　a　constant　poljtical　agency　can　be

detected　in　Huizong　from　the　tirne　of　his　enthronement，　and　Huizong　was　the　chief

actor　in　the　upheava｝　that　was　carried　out　in　a　manner　not　to　draw　the　attention　of　Cai

J圭ng。

　　Song　had　actua＃y　entered　into　nego£iations　with　Liao　over　relations　with　Westem

Xia　in　the　previous　year．　Cai　Jing’s　regime　in　the　name　ef　Huizong’s　court　had

assumed　a　hard－line　towards　WesterTi　Xia　and　obtained　a　conslderable　expanse　of

territery．　Under　pressure，　Western　Xia　sought　the　intervention　of　Liao．　Liao　then

dispatched　an　embassy　to　Song，　requesting　that　peace　be　concluded　with　Western　Xia

and　the　territory　that　had　been　obtained　be　returned．　ln　contrast　to　Huizong’s

concitiatory　poticy　of　returning　the　territory　and　the　concluding　matters　peacefu：y，

Cai　J血g　f（）r　whatever　reason　advocated　a　hayd　line　and　attempted　£o　force　a　rtipture　of

the　negotiations．　As　a　result，　Liao　also　kardened　its　staRce，　and　relations　with　Song

became　increasingly　strained．　Relations　with　Liao　were　of　course　of　prime　importance

for　the　state　of　Song　and　a　single　misstep　could　bring　about　disaster．　Since　the

opinions　of　the　emperor　and　chief　councilor　were　at　odds　over　fereign　policy，　£he

situation　was　grave．　The　potitical　upheaval　of　the　first　month　of　the　fith　year　of　the

Chongning　era　occurred　precisely　at　this　time．　Cai　Jing　was　dismissed　and　Zhao

Tingzbi，　who　pyoclaiTned　a　coRciliatory　policy　toward　Liao，　was　appointed　grand

COU鍛C頚or．

　　Another　embassy　from　Liao　ar　rived　in　this　year　and　once　again　assumed　a　hard－line

stance　in　negotiations　and　deployed　troops　along　the　common　border．　ln　response

Huizong　and　Zhao　Tingzhi　adopted　a　pa£ient　strategy，　made　concessions　and

concluded　negotia£ions　peacefully．　Becailse　it　appeared　superficially　that　Liao’s

demands　were　accepted，　the　Cai　Jing　faction　in　the　government　clamored　that　war

could　not　be　avoided．　Huizong　and　Zhao　Tingzhi　suppressed　£hem　to　conduct　the

negotiations．　lf　Cai　Jing　had　remained　grand　councilosc，　strained　relations　with　Liao

would　probably　have　been　driven　to　the　brealting　point．　This　negative　outcome　was

circumvented　by　the　political　upheaval　of　the　fmest　month　of　the　fifth　year　of　the

ChongBing　era．

　　Due　to　a　biased　view　of　Huizong，　he　has　not　been　yecognized　as　an　aggressive

poEticai　actor，　and　the　po蓋勲hpheava．1　of　the鉦st　month　of£he餓h　year　of重he

Chongnlng　era　has　been　seeR　as　ltaving　been　instigated　grounCilessly　out　of　Huizong’s

fear　iRspired　by　the　appeairance　of　a　comet．　However，　this　event　occurred　amidst

negotiations　with　Liao　and　there　was　clearly　a　difference　of　opinion　betweeR　Huizong

and　Cai　Jing　on　the　proper　poEcy　to　be　adopted．　Thus，　it　is　c｝eair　that　behind　this

political　upheaval　were　bigh－level　poljgcal　intrigues．
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